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１．計画の概要 

１－１．計画の背景 

鶴ヶ島市では公共施設の老朽化が進んでおり、今後、耐用年数を迎える多くの施設の建替え

や改修等に要する多額の費用が必要になると見込まれます。その一方で、少子高齢化の進展等

に伴う社会情勢の変化により、財政状況は一層厳しさを増していくことが予測されます。 

このような状況を踏まえ、本市では公共施設の質と量の見直しを図るため、平成 29（2017）

年３月に「鶴ヶ島市公共施設等総合管理計画」（以下、「総合管理計画」という。）を策定し、公

共施設の最適化に向けた基本的な方針を示しました。 

そして、実施計画が策定されるまでの施設の保全策として、平成 29（2017）年６月に「鶴ヶ

島市公共施設保全計画」（以下、「保全計画」という。）を策定し、公共施設の維持・修繕を行っ

てきました。 

また、「総合管理計画」の方針のもと、公共施設の再配置や維持管理の実施計画等を検討する

ために必要な基礎資料として、令和元（2019）年度に「鶴ヶ島市公共施設実態把握調査報告書」

（以下、「実態把握調査報告書」という。）を策定しました。この実態把握調査報告書により、

本市が保有する公共施設について、利用状況の変化や災害時の対応など時代の変化に合せた多

様性、市民から真に求められている機能や施設のあり方、老朽化の状況や管理運営費の負担等

の維持管理に関する課題などが明らかとなり、公共施設のあり方について集約や再配置等を含

めた抜本的な見直しの必要性や方向性が見えてきました。 

さらに、コンパクトな市街地、交通の要衝としての地域特性を活かした誰もが容易に移動で

き、健やかで快適に生活できるまちの実現を目指し、令和２（2020）年３月に策定された「鶴

ヶ島市立地適正化計画」（以下、「立地適正化計画」という。）との整合を図りつつ、総合管理計

画及び実態把握調査報告書により、これら上位計画を踏まえ、市民が求める公共施設とするた

め、財政負担の軽減、公共財産の効果的な活用を図りながら、公共施設の再配置を考え、今後

の公共施設を維持管理していくための実施計画として、「鶴ヶ島市公共施設個別利用実施計画」

（以下、「個別利用実施計画」という。）の策定が必要となっています。 

 

１－２．計画の目的 

計画の背景で示したように、本市の公共施設を取り巻く状況は大きく変化し、今後の公共施

設のあり方について、集約や再配置等を含めた抜本的な見直しの必要性や方向性が見えてきま

した。 

よって、個別利用実施計画では、実態把握調査報告書により明らかとなった市民が真に求め

る公共施設の今後のあり方について、安心・安全、地域密着、様々な用途や世代の利用を受け

入れる多様性や多世代交流などを踏まえた目指すべき姿を設定した上で、再編・再配置を検討

し、各施設の今後の方向性を定める再配置計画を策定します。 

さらに、この再配置計画を踏まえ、地域に密着した必要不可欠な公共施設として、今後も適

切な維持管理を進めていく必要があるため、建物の劣化状況等に合わせ適切な時期に必要な改

修等を行う長寿命化計画（個別施設計画）を策定します。 

なお、個別利用実施計画の策定にあたっては、財政負担の軽減や公共財産の効果的な活用を
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図った施設の再配置と、持続可能な公共サービスの提供を行うための中長期的な施設維持や整

備の具体的方針及び計画を策定することを目的とします。 

また、個別利用実施計画は、公共施設の現状を分析して、現時点で市の将来を予測した長期

計画となっています。 

今後、本市が目指すまちづくりによって、人口推移等の前提条件が変化することにより、公

共施設に求められる将来像が大きく変わった際には、その時の状況や市民ニーズに応じて、公

共施設の再編・再配置の実施時期について、その時の本市の状況等に応じて早期の実施なども

含めた検討を行うなど、計画の見直しを図っていきます。 

１－３．計画の位置づけ 

公共施設の老朽化対策に関する政府全体の取組として、「日本再興戦略」（平成 25（2013）年

６月 14 日閣議決定）に基づき、平成 25（2013）年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」が策

定され、地方公共団体においても「インフラ長寿命化基本計画」に基づき、行動計画（公共施

設等総合管理計画）及び個別施設の長寿命化計画（個別施設計画）を策定し、あらゆるインフ

ラの安全性の向上と効率的な維持管理を実現することとされています。 

これにより、個別利用実施計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」を踏まえ、本市にお

ける行動計画として策定した総合管理計画を上位計画として位置づけています。 

なお、個別利用実施計画には、市民が求める公共施設の実現や財政負担の軽減、市有財産の

有効活用を図りながら今後の公共施設を維持管理していくための実施計画として、本市の公共

施設の再編・再配置の考え方を整理した上で、そのロードマップを定めます。 

さらに、劣化状況等の各調査結果と改修・更新費用の試算結果等を基に、今後の改修や更新

等の実施期間の適正化を図る『長寿命化計画（個別施設計画）』として位置づけられる計画です。

（図１－１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－１ 計画の位置づけ  

 

鶴ヶ島市公共施設個別利用実施計画 

※国が定めた個別施設計画の 
記載事項 
①対象施設 
②計画期間 
③改修等の優先順位の考え方 
④個別施設の状態 
⑤対策内容と実施時期 
⑥対策費用 

市民意見を反映 

市民意見 

実態把握調査報告書
を基に、個別利用実
施計画の根幹となる
公共施設ごとの存続
や廃止等についてと
りまとめた計画 

公共施設再配置計画 

公共施設の再配置や維
持管理の実施計画等を
検討するために必要な
基礎資料として、令和
元（2019）年度に各種調
査結果をまとめた報告
書 

公共施設実態把握 

調査報告書 

(令和２(2020)年３月) 

公共施設長寿命化計画 
（個別施設計画） 

計画策定アドバイザーの意見（有識者：大学教授） 

資産運用に係る専門家 
（民間事業者：不動産、銀行） 

専門的な意見の反映 

鶴ヶ島市公共施設等総合管理計画（平成29（2017）年３月） 
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１－４．市民意見・意向の反映 

今後の公共施設のあり方等について検討を進めるためには、市民一人ひとり、そして、地域

や地区の住民などの幅広い市民意見・意向を取り込むことが必須であることから、これまで各

種の市民意向（アンケート）調査、市民意見交換会、パブリックコメントを実施してきました。 

個別利用実施計画の作成にあたっては、これらの市民意見・意向を踏まえ、より良い公共施

設のあり方等を検討しています。（図１－２） 

図１－２ 計画の策定プロセス（市民意見・意向の反映方法） 

鶴ヶ島市公共施設個別利用実

施計画(案)（令和３（2021）年

３月策定） 

公共施設再配置計画 

公共施設長寿命化計画 

鶴ヶ島市公共施設等利用計画 

（平成26（2014）年12月策定） 

鶴ヶ島市公共施設等総合管理

計画（平成29（2017）年３月策

定） 

平成 25（2013）年度 

●市民意向（アンケート）調査（平成 25（2013）年７月実施） 

●第１回鶴ヶ島市市民意見交換会（平成 26（2014）年２月実施） 

●第２回鶴ヶ島市市民意見交換会（平成 26（2014）年３月実施） 

平成 26（2014）年度 

●鶴ヶ島市公共施設等利用計画（案）パブリックコメント（平成 26

（2014）年９月～10 月実施） 

令和２（2020）年度 

●公共施設再編に関するアンケート調査（令和２（2020）年８月～

10 月実施） 

●個別市民ヒアリング調査（令和２（2020）年 10 月～11 月実施） 

令和元（2019）年度 

●公共施設利用者アンケート調査（令和元（2019）年９月～令和２

（2020）年３月実施） 

令和３（2021）年度 

●市民意見募集アンケート調査（令和３（2021）年６月～８月実施） 

●個別市民ヒアリング調査（令和３（2021）年６月～９月実施） 

●議会報告会 2021（令和３（2021）年８月実施） 

●議会による公共施設等個別利用実施計画（案）アンケート調査

（令和３（2021）年８月～９月実施） 

●鶴ヶ島市公共施設個別利用実施計画(案) パブリックコメント

（令和４（2022）年１月～２月実施） 
鶴ヶ島市公共施設個別利用実

施計画（令和４（2022）年３月

策定） 
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１－５．計画期間 

個別利用実施計画の計画期間は、令和３（2021）年度から令和 32（2050）年度までとし、総

合管理計画の計画期間 20 年間※１に、さらに 10 年間を加えた 30 年間の実施計画としていま

す。 

これは、長寿命化を図ることにより、長期にわたって将来にかかる大規模修繕や更新費用な

どの施設維持管理経費等の長期シミュレーションが必要※２になることから、総合管理計画の

計画期間 20 年間に、さらに 10年間加えたものとしています。 

なお、計画の見直しにあたっては、計画期間が 30年間と長期にわたるため、社会情勢や人口

推移などの変化を踏まえ、５年間ごとに、適切に計画の評価、調整、管理等を行い、ローリン

グ方式により、見直しを図っていきます。（表１－１） 

 

表１－１ 計画期間 

 

※１：総合管理計画の計画期間 20 年間の設定した理由は、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」

(平成 26(2014）年４月総務省策定)に基づき、基本方針として、中長期的な視点に基づく計画期間の設定が

求められているため、計画期間を 20 年間に設定しています。 

※２：施設維持管理経費等のシミュレーションを長期とした理由は、「日本再興戦略」（平成 25（2013）年６月閣

議決定）によって作成された「インフラ長寿命化基本計画（平成 25（2013）年 11 月インフラ老朽化対策の

推進に関する関係省庁連絡会議とりまとめ）に示されている「個別施設毎の長寿命化計画記載事項」より、

中長期的な維持管理・更新等に係るコストの見通しの精度向上を図ることが求められているため、長期シ

ミュレーションとしています。 

  

2021年度
～

2025年度

2026年度
～

2030年度

2031年度
～

2035年度

2036年度
～

2040年度

2041年度
～

2045年度

2046年度
～

2050年度

第１期
（５年）

第２期
（５年）

第３期
（５年）

第４期
（５年）

第５期
（５年）

第６期
（５年）

計画

令和３年度～12年度 令和13年度～22年度 令和23年度～32年度

鶴ヶ島市公共施設
個別利用実施計画

30年間計画
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１－６．対象施設 

個別利用実施計画の対象施設は、学校教育施設が 15 施設、地域コミュニティ等施設が９施設、

学習施設が８施設、健康保健施設が２施設、福祉施設が 28施設、市営住宅が１施設、庁舎等が

５施設、普通財産の廃止済施設が５施設の合計 73施設とします。（表１－２） 

 

表１－２ 対象施設の一覧（１/２） 

 

令和3（2021）年3月31日現在 （単位　㎡）

種別 施設の種類 No. 施設名称 竣工年月 敷地面積（㎡） 延床面積（㎡）

1 鶴ヶ島第一小学校校舎 昭和44年3月 6,000.00

鶴ヶ島第一小学校体育館 昭和48年3月 850.00

2 鶴ヶ島第二小学校校舎 昭和44年3月 6,376.00

鶴ヶ島第二小学校体育館 昭和48年7月 1,075.00

3 新町小学校校舎 昭和53年3月 5,586.00

新町小学校体育館 昭和53年12月 955.00

4 杉下小学校校舎 昭和54年3月 5,604.00

杉下小学校体育館 昭和54年12月 970.00

5 長久保小学校校舎 昭和55年3月 5,010.00

長久保小学校体育館 昭和56年2月 994.00

6 栄小学校校舎 昭和55年3月 6,266.00

栄小学校体育館 昭和55年3月 1,140.00

7 藤小学校校舎 昭和58年3月 4,850.00

藤小学校体育館 昭和59年2月 1,013.00

8 南小学校校舎 昭和60年3月 6,310.00

南小学校体育館 昭和61年3月 1,005.00

181,837.49 54,004.00

9 鶴ヶ島中学校校舎 昭和52年3月 6,748.00

鶴ヶ島中学校体育館 昭和46年2月 1,233.00

10 藤中学校校舎 昭和54年3月 6,729.00

藤中学校体育館 昭和54年3月 1,922.00

11 富士見中学校校舎 昭和55年3月 5,539.00

富士見中学校体育館 昭和55年3月 970.00

12 西中学校校舎 昭和60年3月 5,968.00

西中学校体育館 昭和61年3月 1,464.00

13 南中学校校舎 昭和60年3月 5,884.00

南中学校体育館 昭和61年3月 1,320.00

147,770.00 37,777.00

14 学校給食センター 平成25年6月 6,715.16 3,529.54

15 教育センター 平成4年11月 294.65 169.35

7,009.81 3,698.89

336,617.30 95,479.89

16 東市民センター 昭和56年3月 4,235.77 1,925.23

17 西市民センター 平成14年8月 3,194.88 1,837.80

18 南市民センター 昭和59年11月 1,860.48 1,367.02

19 北市民センター 昭和60年7月 2,768.28 998.41

20 大橋市民センター 平成3年3月 2,632.25 1,364.88

21 富士見市民センター 昭和62年3月 2,119.94 1,335.52

16,811.60 8,828.86

22 女性センター 昭和63年3月 3,241.86 1,799.66

23 農業交流センター 平成10年3月 6,013.92 755.83

24 市民活動推進センター 平成16年6月 158.98 303.42

9,414.76 2,858.91

26,226.36 11,687.77

25 中央図書館 平成8年2月 11,212.19 4,254.70

26 図書館東分室 昭和56年3月 222.94 90.75

27 図書館西分室 平成14年8月 499.20 291.94

28 図書館南分室 昭和59年11月 206.72 149.34

29 図書館北分室 昭和60年7月 160.48 63.99

30 図書館大橋分室 平成3年3月 485.95 253.63

31 図書館富士見分室 昭和62年3月 262.01 159.87

13,049.49 5,264.22

32 龍蛇ふる里会館 平成30年3月 359.70 76.18

359.70 76.18

13,409.19 5,340.40

33 鶴ヶ島海洋センター 昭和57年3月 10,060.68 1,102.28

34 保健センター 平成4年11月 2,383.96 1,411.80

12,444.64 2,514.08

34,907.00

地域コミュニティ

等施設

文化財保護
保存施設

市民センター

図書館

小学校

その他

学校教育施設

24,186.00

中学校

32,343.00

21,048.00

21,507.22

23,381.00

24,099.00

31,714.00

24,707.00

25,227.05

21,992.00

20,995.26

23,500.96

健康保健施設
スポーツ・

健康施設

小計

小計

小計

小計

学習施設

中計

小計

中計

その他

中計

小計

小計

小計
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表１－２ 対象施設の一覧（２/２） 

 

※竣工年月のカッコ内の数字は、建物の竣工年月を表します。 

※ひまわりクラブＢは複合施設として他の団体と一緒に使用しています。 

※若葉駅前出張所の面積は市民活動推進センターに算入しています。 

※文化財整理室は旧庁舎敷地内に存在しており、敷地面積は旧庁舎へ算入しています。  

令和3（2021）年3月31日現在 （単位　㎡）

種別 施設の種類 No. 施設名称 竣工年月 敷地面積（㎡） 延床面積（㎡）

35 鶴ヶ島保育所 平成10年3月 2,011.99 1,046.49

36 富士見保育所 平成27年3月 2,989.74 1,092.46

5,001.73 2,138.95

37 老人福祉センター 昭和54年6月 13,257.61 1,069.51

13,257.61 1,069.51

38 障害者生活介護施設 平成元年3月 6,529.87 519.56

39 発育支援センター 平成10年3月 503.00 266.68

7,032.87 786.24

40
どんぐりクラブ

（鶴ヶ島第二小学校区）
平成20年11月 327.54 164.51

41
どんぐり小規模児童クラブ

（鶴ヶ島第二小学校区）

平成22年9月

（昭和44年3月）
217.24 69.30

42 ありんこクラブ（杉下小学校区） 平成22年6月 990.17 164.51

43
第二ありんこクラブ

（杉下小学校区）

平成28年４月

(平成９年３月)
658.55 236.00

44 ひまわりクラブA（新町小学校区） 平成14年8月 299.52 168.61

45 ひまわりクラブB（新町小学校区）
平成22年4月

（平成8年3月）
1,779.00 65.73

46 ひまわりクラブC（新町小学校区）
平成22年7月

（平成5年３月）
1,808.33 283.85

47
なかよしクラブ

（鶴ヶ島第一小学校区）
平成18年3月 903.16 227.62

48
なかよし小規模児童クラブ
（鶴ヶ島第一小学校区）

平成22年7月 78.54 19.98

49 つくしんぼクラブ（藤小学校区） 令和2年11月 464.39 140.77

50
第二つくしんぼクラブ

（藤小学校区）
平成22年2月 485.65 164.51

51 つばきやまクラブ（栄小学校区） 平成9年3月 1,041.74 173.57

52 もみじやまクラブ（栄小学校区） 平成6年4月 625.91 82.07

53 はちまんクラブ（長久保小学校区） 平成12年12月 751.10 172.22

54
はちまん小規模児童クラブ
（長久保小学校区）

平成22年7月 83.46 19.98

55
第二はちまんクラブ

（長久保小学校区）

平成30年10月

(平成6年12月)
330.60 71.42

56 たんていクラブA（南小学校区） 平成12年3月 933.88 170.86

57
たんてい小規模児童クラブ
（南小学校区）

平成22年7月 103.76 19.98

58
たんていクラブB

（南小学校区）
令和２年3月 691.76 120.34

12,574.30 2,535.83

59 西児童館 平成14年8月 998.40 563.69

60 脚折児童館 昭和60年7月 1,083.24 394.17

61 大橋児童館 平成3年3月 931.41 477.63

62 上広谷児童館 昭和62年3月 1,677.79 396.00

4,690.84 1,831.49

42,557.35 8,362.02

63 新町住宅 平成16年9月 1,954.91 1,586.10

1,954.91 1,586.10

64 庁舎 平成2年2月 25,983.27 12,867.21

65 若葉駅前出張所
平成25年10月

（平成16年6月）
Ü Ü

66 文化財整理室第一分室(事務室等)
平成2年10月

（昭和44年3月）
Ü 361.05

67 文化財整理室第二分室(作業室等)
平成2年10月
（昭和44年3月）

Ü 204.66

68 文化財整理室第三分室(資料展示庫)
平成2年10月
（昭和63年2月）

Ü 328.06

25,983.27 13,760.98

69 旧第一学校給食センター 昭和５３年３月 3,277.66 1,167.50

70 旧第二学校給食センター 昭和５９年３月 2,765.28 984.99

71 旧鶴ヶ島市ふれあいセンター
平成８年11月

（平成7年10月）
4,250.02 1,469.67

72 旧庁舎 昭和４０年６月 7,470.75 1,505.21

73 旧若葉駅自転車駐車場
平成30年４月
(平成5年１月)

375.40 663.80

18,139.11 5,791.17

477,332.13 144,522.41

保育所

福祉施設

高齢者施設
小計

小計

小計

小計

学童保育室

児童館

中計

市営住宅 市営住宅

庁舎等

小計

合計

障害者等施設

小計

小計

庁舎等

廃止済施設普通財産

小計
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２．施設の現状と課題 

２－１．公共施設の概要 

この項目では、個別利用実施計画の策定にあたり、現状を把握し、分析するために令和元（2019）

年度に策定した実態把握調査報告書の各調査項目の中から、公共施設の再配置にあたって、公

共施設全体の将来ニーズ等を検討する上で必要な、本市の人口推計や施設の配置などの基本的

な情報について整理しました。 

 

２－１－１．人口・世帯数の推移と将来人口 

（１）総人口・世帯数・世帯人員 

本市の人口は、昭和 41（1996）年の町制施行以降、急速に増加しました。昭和 50（1975）

年代から昭和 60（1985）年代にかけては、１年間で 4,000 人以上増加した年もあり、特に昭

和 55（1980）年度から昭和 60（1985）年度にかけての人口増加率（国勢調査における人口）

は 37.8％で、県内１位、全国でも有数の人口増加都市でした。 

その後、平成３（1991）年度の 1,358 人の増加を境に 1,000 人以上の人口増加はなくなり

ましたが、緩やかな人口増加は続き、近年は横ばいから減少傾向に転じています。 

昭和後期の急激な人口増加は、その多くが転入者によるものでした。当時の若い世代が一

気に増加したことで、特定の年齢層が多い偏った人口構成となり、そのことが全国と比較し

ても急速な少子高齢化が進行している一因となっています。 

なお、平成 31（2019）年１月１日現在、本市の人口は 70,144 人となっており、近年ではほ

ぼ横ばいの状況が続いています。また、世帯数は平成 21（2009）年以降、毎年 200 世帯以上

増加していますが、一世帯当たりの人員（世帯人員）は一貫して減少していることから、核

家族や単身世帯の増加が進んでいるものと推測されます。（図２－１） 

 

 
                      （出典：埼玉県町（丁）字別人口調査） 

図２－１ 人口・世帯数の推移 
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（２）将来人口の見通し 

第６次鶴ヶ島市総合計画「前期基本計画」によると、今後、本市の人口は、一貫して減少

するものと予想されています。（図２－２） 

また、老年人口（65歳以上の人口）の割合は増加し続ける一方、生産年齢人口（15～64 歳

の人口）と年少人口（０～14歳の人口）の割合は減少し続ける見込みです。 

特に、令和２（2020）年から令和 12（2030）年までの年少人口割合の減少速度が、県内の

市のうち第２位と、急速な少子化の進行が予想されています。（図２－３） 

 

 

（出典：第６次鶴ヶ島市総合計画「前期基本計画」） 

図２－２ 鶴ヶ島市の人口の推移 

※平成 27（2015）年までは「国勢調査」のデータに基づく実績値、令和２（2020）年以降は「国立社会保障・

人口問題研究所」のデータ（平成 30（2018）年３月公表）に基づく推計値 

 

 

（出典：第６次鶴ヶ島市総合計画「前期基本計画」） 

図２－３ 年齢３区分別人口割合の推移（鶴ヶ島市と埼玉県の比較） 
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２－１－２．施設整備量の推移 

（１）公共施設の延床面積と各年の整備面積 

本市では昭和 52（1977）年頃からの人口増加に合わせ、昭和 51（1976）年から小・中学校

をはじめとして多くの公共施設を建設してきました。中でも昭和 53（1978）年、昭和 54（1979）

年及び昭和 59（1984）年には、年間 15,000 ㎡を超える施設を整備しましたが、近年では大規

模かつ新たな公共施設の建設は減少しています。（図２－４） 

 

 

（対象施設一覧表より作成） 

図２－４ 施設整備量の推移 

 

（２）延床面積 

個別利用実施計画における対象施設の総延床面積は 144,522 ㎡あり、施設分類別の割合を

見ると、小学校が 37.4％（54,004 ㎡）と最も多く、続いて中学校が 26.1％（37,777 ㎡）と

なっています。 

学校教育施設全体で見ると、66.1％（95,480 ㎡）を占めています。その他、延床面積が比

較的大きい施設を見ると、庁舎等が 9.5％（13,761 ㎡）、市民センターが 6.1％（8,829 ㎡）

となっています。（図２－５） 

  

昭和５６（1981）年以前 

  旧耐震基準 70,360 ㎡ 

昭和５７（1982）年以降 

新耐震基準 74,162 ㎡ 
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                                     （対象施設一覧表より作成） 

図２－５ 施設分類別の延床面積 

 

（３）類似団体との比較 

本市の公共施設における対象施設の市民一人当たりの施設総延床面積は 1.98 ㎡となり、類

似自治体※の平均値と比較すると、本市が上回っています。（表２－１） 

 

表２－１ 類似自治体の施設状況 

令和２（2020）年４月１日現在 

※類似自治体とは、埼玉県内の人口と産業構造（産業別就業人口の構成比）が類似した自治体です。 

※類似自治体平均は鶴ヶ島市を除いたものです。 

※鶴ヶ島市の延床面積に廃止済施設（5,791.17㎡）は含んでいません。 

 

  

鶴ヶ島市 桶川市 北本市 蓮田市 八潮市 吉川市 和光市 類似自治体平均

70,095 74,269 65,432 61,387 93,101 71,869 84,023 75,013.50

17.65 25.35 19.82 27.28 18.02 31.66 11.04 22.20

3,971.39 2,929.74 3,301.31 2,250.26 5,166.54 2,270.03 7,610.78 3,379.75

22,989,596 25,032,099 21,267,398 20,355,556 32,088,095 26,396,450 29,823,590 25,827,198.00

21,935,470 24,504,060 20,240,185 19,357,464 30,729,559 25,797,344 27,769,763 24,733,062.50

138,731.24 120,746.96 145,434.80 113,146.98 156,243.00 119,196.27 172,656.63 135,498.71

1.98 1.63 2.22 1.84 1.68 1.66 2.05 1.81

学校教育施設 95,479.89 78,806.90 86,672.08 74,849.28 91,033.00 82,933.00 81,549.69 82,640.66

地域コミュニティ等

施設・学習施設
17,028.17 21,287.23 23,426.65 12,750.51 18,310.00 10,606.26 21,628.94 18,001.60

健康保健施設 2,514.08 2,684.68 9,672.21 8,002.79 12,070.00 10,686.17 17,832.31 10,158.03

福祉施設 8,362.02 8,349.15 14,305.20 8,892.03 12,680.00 6,695.12 23,221.23 12,357.12

市営住宅 1,586.10 0.00 1,555.59 0.00 12,902.00 0.00 0.00 2,409.60

庁舎等 13,760.98 9,619.00 9,803.07 8,652.37 9,248.00 8,275.72 13,992.05 9,931.70

R元歳出額（千円）

施設総延床面積（㎡）

㎡/人

延床面

積内訳

（㎡）

R2年3月

31日現

在

市    名

人口（人）R2年4月1日現在

面積（㎢）R2年1月1日現在

人口密度（人/㎢）

R元歳入額（千円）
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２－１－３．公共施設の配置状況 

本市の公共施設は、配置状況やサービスの特性から、「市全体からの利用が想定される広域を

対象とする施設」と「市内を一定の範囲で分割する通学区域を対象とする施設」、さらに「生活

圏域を対象とする施設」に分けられます。用途別配置状況は、この利用圏域別に示します。 

また、日常的な公共サービスの圏域ではないものの、災害時等には避難場所としての側面が

ある施設もあることから、「災害時避難圏域」も合わせて整理します。（表２－２） 

 

表２－２ 利用圏域の考え方 

利用圏域 考え方 
想定される 

利用者 
施設 

広域 市全体または市の大部分をカ

バーする比較的大規模な施設。

市に一つ、または、複数あり、

市全域、または、市外の方も含

め利用する。 

市民全般、 

利用者団体、

他市周辺住民 

教育センター 

女性センター 

農業交流センター 

市民活動推進センター 

中央図書館 

鶴ヶ島海洋センター 

保健センター 

老人福祉センター 

障害者生活介護施設 

発育支援センター 

庁舎 

若葉駅前出張所 

通学区域 小学校区、中学校区の一定の範

囲をカバーする施設。 

児童・生徒 小学校、中学校 

（付随的に放課後児童クラブ） 

生活圏域 市民の日常生活圏をカバーす

る施設。 

主に地域の市民の利用を想定

するが、施設によっては地域外

からの利用もある。 

地域住民 市民センター 

図書館分室(中央図書館含む) 

保育所 

児童館 

災害時避難

圏域 

避難所に指定される公共施設

の避難圏域。災害時の一次避難

場所となる屋外避難場所から

２km（日中）、１km（夜間）の範

囲とする。 

地域住民 小・中学校屋外運動場 

埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校屋外運動場 

鶴ヶ島海洋センターグラウンド・広場 

各公園 

その他 利用者が特定される施設、また

は、市民利用に開放されていな

い施設。 

職員、居住者、

その他 

学校給食センター 

龍蛇ふる里会館 

新町住宅 

文化財整理室 
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（１）広域を対象とする施設 

広域を対象とする施設は、主に多くの施設が市の中心部に位置しています。一部、鶴ヶ島

海洋センターは市の東部に、老人福祉センターと障害者生活介護施設は市の南部に位置して

います。（図２－６） 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－６ 広域を対象とする施設の配置状況 
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（２）通学区域を対象とする施設 

小・中学校の配置状況及び通学区域は、平成 24（2012）年度に行われた「鶴ヶ島市立小・

中学校学区審議会」では、小・中学校の通学区域に関する基本的な考え方として「１つの小

学校の卒業生が全員同じ中学校に通学する通学区域（中学校一校に小学校一校、または、小

学校二校）」を基本とすることが示されています。 

しかし、現状では鶴ヶ島第二小学校区が藤中学校区と南中学校区に、杉下小学校区が藤中

学校区と富士見中学校区にまたがっています。（図２－７） 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－７ 通学区域を対象とする施設の配置状況 
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（３）生活圏域を対象とする施設 

１）市民センター等 

図２－８に示す市民センター等の施設の配置状況は、次のとおりです。 

・生活圏域を対象とする市民センター等は市内各所に配置されています。市民センターの多

くが市の外縁部に位置しており、中心部は施設がない状況です。 

・徒歩圏（施設より 800ｍ圏）を見ると、東市民センター、南市民センター、富士見市民セン

ターが比較的近接しています。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－８ 生活圏域を対象とする市民センター等の施設の配置状況 
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２）図書館等 

図２－９に示す図書館等の施設の配置状況は、次のとおりです。 

・図書館施設は、中央図書館が１館、図書館分室が６室あります。 

・図書館分室は市の外縁部に位置しており、中心部から北側など一部地域では施設がない状

況です。 

・徒歩圏（施設より 800ｍ圏）を見ると、図書館東分室、図書館富士見分室、若葉駅前カウン

ター(市民活動推進センター・若葉駅前出張所内)で施設が比較的近接しています。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－９ 生活圏域を対象とする図書館等の施設の配置状況 
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３）児童館 

図２－10に示す児童館の施設の配置状況は、次のとおりです。 

・児童館は比較的分散して立地しています。児童館のうち多くが市民センターと複合してい

る施設ですが、上広谷児童館は単独の施設として駅近くに位置しています。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－10 生活圏域を対象とする児童館の施設の配置状況 
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（４）屋外・屋内避難場所と災害時避難圏域 

大規模な災害が発生した場合には、まず、建物の倒壊や落下物、火災等の二次被害に遭わ

ないよう、屋外避難場所へ避難します。その後、安全の確認が取れた屋内避難所へ移動しま

す。 

文献では、避難時間は１時間程度であり、避難速度は２km／時（暗闇では速度が１km／時）

とされていることから、日中は２km、夜間は１kmとして災害時避難圏域を設定します。（表２

－３） 

個別利用実施計画における対象施設の内、屋外避難場所は小・中学校の校庭、鶴ヶ島海洋

センターがあり、個別利用実施計画対象施設以外の施設や場所は、埼玉県立鶴ヶ島清風高等

学校、鶴ヶ島南近隣公園、脚折近隣公園、富士見中央近隣公園があります。 

また、屋外避難場所の避難距離の範囲を見ると、概ね市域をカバーしていますが、夜間の

避難距離（１km）は南部の圏央鶴ヶ島インターチェンジ周辺などが徒歩圏外となり、屋内避

難所までの避難距離も同様の範囲が徒歩圏外となります。（図２－11・図２－12） 

 
 （国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－11 屋外避難場所までの避難距離（２km、１km） 

※屋外避難場所(凡例：紫丸〇)は、個別利用実施計画対象施設以外の場所ですが、鶴ヶ島市防災計画上、対象とな

っているため、地図上に表示しています。 
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（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－12 屋内避難所までの避難距離（800ｍ） 

※屋外避難場所(凡例：紫丸〇)は、個別利用実施計画対象施設以外の場所ですが、鶴ヶ島市防災計画上、対象とな

っているため、地図上に表示しています。 

 

表２－３ 広域防災の拠点整備に関する調査(国土交通省)における避難時間・避難距離・速度 

避難時間 

・関東大震災における要因別死者発生状況をみると、火災による焼死は地震発生

３時間後に急増しています。発生後１時間は、負傷者の搬出、初期消火、状況

把握等で過ぎることから、避難に使える時間は２時間となりますが、１時間の

余裕を見込むと、実質的な避難時間は１時間程度となります。 

避難距離、速度 

・一般の歩行速度は概ね４km/時ですが、高齢者や子供等、さらに非常時である

ことを勘案すると、速度は半分の２km/時程度(暗闇や水に浸かっての歩行で

は、速度が概ね１km/時程度に減じます。)と考えられます。したがって、避難

時間１時間での避難距離は２km程度となります。また、東京消防庁の調査によ

ると、歩行限界は高齢者、子供で約２kmとされています。 

（出典：「広域防災の拠点整備に関する調査」国土交通省） 
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（５）その他施設 

利用者が特定される施設、または、市民利用に開放されていない施設は、市の中心部から

西部にかけて配置しています。（図２－13） 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－13 その他施設の配置状況 
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（６）廃止済施設 

既に廃止済の施設で普通財産となっている施設のうち、旧庁舎や旧給食センターは市の中

心部に位置しています。（図２－14） 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－14 廃止済施設の配置状況 
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２－１－４．公共交通網の状況 

（１）鉄道及び広域幹線道路 

鉄道は、池袋駅を起点とする東武東上線（東京地下鉄有楽町線・同副都心線が相互乗り入

れ）や東武越生線が市北側、西側の外縁部を通り、鶴ヶ島駅、若葉駅、一本松駅の３駅が設

置されています。 

広域幹線道路は、関越自動車道、首都圏中央連絡道路（圏央道）が南北、東西方向に通り、

これらは鶴ヶ島ジャンクションで交差・連絡しています。また、市内には関越自動車道の鶴

ヶ島インターチェンジと首都圏中央連絡道路の圏央鶴ヶ島インターチェンジがあります。 

一般道は、市を南北に縦断する国道 407 号線、主要地方道川越・坂戸・毛呂山線、日高・

川島線及び県道川越越生線が広域幹線道路の役割を果たしています。（図２－15） 

 

 

（出典：「都市計画マスタープラン」） 

図２－15 市内鉄道及び広域幹線道路網図 

  

一般県道 

川越越生線 

関越自動車道 
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（２）公共交通によるアクセス条件 

本市では、鉄道駅（東武東上線、東武越生線）や市内公共交通（路線バス、つるバス・つる

ワゴン）のバス停により、ほぼ全ての施設が駅、または、バス停からの徒歩圏内に位置して

います。（図２－16） 

 

 
（基盤地図情報及び国土数値情報、バス路線図より作成） 

図２－16 鉄道駅及びバス停からの徒歩圏域 

※立地適正化計画に基づき、公共交通の利便性が高い範囲として、鉄道駅の徒歩圏を、徒歩 10 分程度の 800ｍ、

バス停の徒歩圏を、より地域に密着した交通機関として 300ｍに設定しています。 
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２－２．公共施設の現状と課題 

 この項目では、個別利用実施計画を策定するために必要な基礎資料として令和元（2019）年

度にとりまとめた実態把握調査報告書の内容を踏まえ、様々な観点から本市の公共施設に関す

る現状と課題を示します。 

 

２－２－１．将来の更新・改修費用の推計 

これまで、市の公共施設の再配置の方針が未定であったため、再配置計画策定までの期間に

過剰な投資が発生しないよう、事後保全により最低限の修繕を中心として、施設維持を行って

きました。 

今後 30 年間に、既存の全ての施設を築 30 年で大規模改修（未実施分は５年間で実施すると

想定）し、築 60 年で建替えした場合、約 649 億円（年平均では約 21.6 億円）かかると見込ま

れます。（図２－17） 

当面、未実施分の大規模改修が発生していることから、令和 18（2036）年度以降から更新費

が集中する見込みです。 

これらの費用の集中は主に大規模な面積を有する学校教育施設であり、学校教育施設の更新・

改修費用は全体費用のうち約 70％を占めています。（図２－18） 

 

 

 

 

図２－17 将来の改築・改修費用の推計 

  

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題１－ 

公共施設を現状のまま維持すると、今後 30 年間で約 649 億円 

年間約 21.6 億円かかると見込まれます 
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図２－18 施設分類別の更新・改修費用の割合 

 

 

２－２－２．将来の児童・生徒数の推計 

各学校の学級数と学校規模の適正化を踏まえた上で、市内の小・中学校の再編の必要性につ

いて検討するため、計画期間における各学校区の児童・生徒数の推計を行います。 

教育委員会では、平成 29（2017）年１月策定の「鶴ヶ島市学校再編に関する基本方針」で、

小・中学校の適正規模を次のとおり設定しています。 

 

小学校・・・各学年２学級～３学級（全学年合計 12 学級～18 学級） 

中学校・・・各学年４学級～６学級（全学年合計 12 学級～18 学級） 

 

（１）将来の児童・生徒数の推計 

本市の小・中学校の児童・生徒数の推移は、昭和 60(1985)年の児童数 6,460 人、生徒数 3,035

人をピークに年々減少し、令和２（2020）年では児童数が 3,232 人、生徒数は 1,773 人とな

っており、ピーク時の昭和 60（1985）年から児童数は 50.0％減、生徒数は 58.4％減となって

います。将来においても、さらなる児童・生徒数の減少が見込まれます。（図２－19） 

学校別においても、全ての小・中学校で減少傾向にあり、小学校では鶴ヶ島第二小学校、

中学校では富士見中学校、西中学校、南中学校が他の学校と比べて児童・生徒数が少なくな

る見込みです。（図２－20・図２－21） 

 

 

  

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題２－ 

昭和 60（1985）年以降、小・中学校の児童数・生徒数が大きく減少し、 

今後も更なる減少が見込まれます 
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図２－19 児童・生徒数の推計 

 

表２－４ 児童・生徒数推計の方法 
 

学校再編は令和元（2019）年度作成の推計を基に検討しました。 

令和元（2019）年度の推計方法は以下のとおりです。 

【①実数を基にした推計】 

・既に生まれている子どもの数を基に、転入転出等は考慮せず、そのまま進学するものとして将来

推計を行います。児童数は令和12（2030）年度、生徒数は令和15（2033）年度までとなります。 

 

【②コーホート要因法による推計】 

・これから生まれてくる子どもは、平成27（2015）年４月１日の市住民基本台帳を基準にコーホー

ト要因法を基にした将来推計を行います。平成30（2018）年の国立社会保障・人口問題研究所の

設定する生残率、移動率、将来の子ども女性比、出生児の男女性比を使用し、コーホート要因法

に基づく数値を用いています。ただし、生徒数の将来推計にあたっては、私立中学校と特別支援

学校への進学見込者数は除いています。 

 

【①＋②の併用による推計】 

・現在生まれている子どもの数を用いて算出可能な学年がある年度までは①の推計方法で算出し、

それ以降は②の推計方法を用いています。このため、児童数は令和８（2026）年度から令和12（2030）

年度、生徒数は令和14（2032）年度から令和15（2033）年度が①と②の方法を併用しています。 

 

※児童・生徒数、学級数の推計について、令和28（2046）年～令和32（2050）年の５年間の数値は、

令和23（2041）年～令和27（2045）年までの５年間の推移の近似値を基に、算出しています。 
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図２－20 小学校別の児童数の推計 

 

 

図２－21 中学校別の生徒数の推計 

  



27 

（２）各小・中学校別の将来児童・生徒数、学級数の推計 

令和２（2020）年５月１日時点の小学校の児童数の状況をみると、児童数が最も多い学校

は杉下小学校の 472 人（17 学級）、最も少ない学校は鶴ヶ島第二小学校の 305 人（14 学級）

となっています。また、中学校の生徒数をみると、生徒数が最も多い学校は藤中学校の 507 人

（17 学級）、最も少ない学校は南中学校の 247 人（10 学級）となっています。（表２－５・表

２－６） 

将来的に、小・中学校ともに児童・生徒数の減少に伴い、学級数も減少傾向となっていま

す。特に学級数の減少が顕著に見られる学校は、児童・生徒数の傾向と同様に、小学校では、

鶴ヶ島第二小学校、中学校では、富士見中学校、西中学校、南中学校が適正規模の下限値で

ある学級数（12 学級）を大きく下回っていく推計となっています。 

ただし、学校によって程度が異なり、新町小学校、杉下小学校、藤小学校では、令和32（2050）

年になっても、学校の適正規模である学級数の下限値（12 学級）を維持している推計となっ

ています。（図２－22～図２－34） 

 

 

 

表２－５ 小・中学校別の児童・生徒数 

                  （令和２（2020）年５月１日時点） 

 
 

                           

１　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年 ６　年 計

鶴ヶ島第一小学校 75 53 69 64 76 72 409 16 425

鶴ヶ島第二小学校 42 42 59 54 54 46 297 8 305

新町小学校 66 67 68 60 79 95 435 12 447

杉下小学校 77 69 72 91 68 86 463 9 472

長久保小学校 63 52 65 54 55 57 346 9 355

栄小学校 70 62 53 56 66 64 371 13 384

藤小学校 77 74 54 84 77 76 442 10 452

南小学校 63 51 59 68 70 70 381 11 392

小学校計 533 470 499 531 545 566 3,144 88 3,232

鶴ヶ島中学校 145 136 135 416 8 424

藤中学校 165 169 165 499 8 507

富士見中学校 81 86 73 240 12 252

西中学校 110 107 121 338 5 343

南中学校 89 82 70 241 6 247

中学校計 590 580 564 0 0 0 1,734 39 1,773

学校名
通常の学級 特別支援

学級
合計

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題３－ 

学校によっては適正規模の下限値（12 学級）を下回ることが予想されます 
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表２－６ 小・中学校別の学級数 
                  （令和２（2020）年５月１日時点） 

 

 

１）小学校 

①鶴ヶ島第一小学校 

図２－22に示す鶴ヶ島第一小学校における学級数と児童数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で児童数は 411 人で 13 学級となっています。 

・現状と同程度の学級編成を行うとしても、今後、児童数の減少により、令和 14（2032）年

以降から 12 学級未満で推移する見込みです（令和 28（2046）年は 12学級）。 

 

 

図２－22 鶴ヶ島第一小学校における学級数と児童数の推移 

１　年 ２　年 ３　年 ４　年 ５　年 ６　年 計

鶴ヶ島第一小学校 3 2 2 2 2 2 13 2 15

鶴ヶ島第二小学校 2 2 2 2 2 2 12 2 14

新町小学校 2 2 2 2 2 3 13 2 15

杉下小学校 3 2 2 3 2 3 15 2 17

長久保小学校 2 2 2 2 2 2 12 2 14

栄小学校 2 2 2 2 2 2 12 2 14

藤小学校 3 3 2 3 2 2 15 2 17

南小学校 2 2 2 2 2 2 12 2 14

小学校計 19 17 16 18 16 18 104 16 120

鶴ヶ島中学校 4 4 4 12 2 14

藤中学校 5 5 5 15 2 17

富士見中学校 3 3 2 8 2 10

西中学校 3 3 4 10 2 12

南中学校 3 3 2 8 2 10

中学校計 18 18 17 0 0 0 53 10 63

特別支援

学級
学校名 合計
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②鶴ヶ島第二小学校 

図２－23に示す鶴ヶ島第二小学校における学級数と児童数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で児童数は 294 人で 12 学級となっています。 

・現状と同程度の学級編成を行うとしても、今後、児童数の減少により、令和６（2024）年以

降から 12学級未満で推移する見込みです。 

 

 

図２－23 鶴ヶ島第二小学校における学級数と児童数の推移 

③新町小学校 

図２－24に示す新町小学校における学級数と児童数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で児童数は 412 人で 12 学級となっています。 

・現状と同程度の学級編成を行うと、将来的にも 12 学級～18 学級は維持できますが、一時

11 学級まで落ち込む時期があります。 

 

 

図２－24 新町小学校における学級数と児童数の推移 

0

100

200

300

400

500

600

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R
1
0

R
1
1

R
1
2

R
1
3

R
1
4

R
1
5

R
1
6

R
1
7

R
1
8

R
1
9

R
2
0

R
2
1

R
2
2

R
2
3

R
2
4

R
2
5

R
2
6

R
2
7

R
2
8

R
2
9

R
3
0

R
3
1

R
3
2

学級数 児童数

適正な学級数

の範囲

鶴ヶ島第二小学校(学級数) (児童数)

0

100

200

300

400

500

600

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

R
15

R
16

R
17

R
18

R
19

R
20

R
21

R
22

R
23

R
24

R
25

R
26

R
27

R
28

R
29

R
30

R
31

R
32

学級数 児童数

適正な学級数

の範囲

新町小学校(学級数) (児童数)



30 

④杉下小学校 

図２－25に示す杉下小学校における学級数と児童数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で児童数は 475 人で 15 学級となっています。 

・現状と同程度の学級編成を行うと、将来的にも 12 学級～18 学級は維持できます。 

 

 

図２－25 杉下小学校における学級数と児童数の推移 

 

⑤長久保小学校 

図２－26に示す長久保小学校における学級数と児童数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で児童数は 349 人で 12 学級となっています。 

・現状と同程度の学級編成を行うと、令和 21（2039）年以降一時 10 学級まで落ち込み、将来

的には、12 学級未満となる見込みです。 

 

 

図２－26 長久保小学校における学級数と児童数の推移 
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⑥栄小学校 

図２－27に示す栄小学校における学級数と児童数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で児童数は 351 人で 13 学級となっています。 

・現状と同程度の学級編成を行うとしても、今後、児童数の減少により、令和 13（2031）年

以降から 12 学級未満で推移する見込みです。 

 

 

図２－27 栄小学校における学級数と児童数の推移 

⑦藤小学校 

図２－28に示す藤小学校における学級数と児童数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で児童数は 417 人で 13 学級となっています。 

・現状と同程度の学級編成を行うと、将来的にも 12 学級～18 学級は維持できますが、一時

11 学級まで落ち込む時期もあります。 

 

 

図２－28 藤小学校における学級数と児童数の推移 
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⑧南小学校 

図２－29に示す南小学校における学級数と児童数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で児童数は 368 人で 12 学級となっています。 

・現状と同程度の学級編成を行うと、将来的にも 12 学級～18 学級は維持できますが、一時

11 学級まで落ち込む時期もあり、将来的には 12学級未満となる見込みです。 

 

図２－29 南小学校における学級数と児童数の推移 

２）中学校 

①鶴ヶ島中学校 

図２－30に示す鶴ヶ島中学校における学級数と生徒数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で生徒数は 406 人で 12 学級となっています。 

・現状と同程度の学級編成を行うとしても、今後、生徒数の減少により、令和 12（2030）年

以降の段階から 12学級未満で推移する見込みです。 

 

図２－30 鶴ヶ島中学校における学級数と生徒数の推移 

0

100

200

300

400

500

600

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

R
10

R
11

R
12

R
13

R
14

R
15

R
16

R
17

R
18

R
19

R
20

R
21

R
22

R
23

R
24

R
25

R
26

R
27

R
28

R
29

R
30

R
31

R
32

学級数 児童数

適正な学級数

の範囲

南小学校(学級数) (児童数)

0

100

200

300

400

500

600

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

R
7

R
8

R
9

R1
0

R1
1

R1
2

R1
3

R1
4

R1
5

R1
6

R1
7

R1
8

R1
9

R2
0

R2
1

R2
2

R2
3

R2
4

R2
5

R2
6

R2
7

R2
8

R2
9

R3
0

R3
1

R3
2

学級数 生徒数

適正な学級数

の範囲

鶴ヶ島中学校(学級数) (生徒数)



33 

②藤中学校 

図２－31に示す藤中学校における学級数と生徒数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で生徒数は 492 人で 15 学級となっています。 

・現状と同程度の学級編成を行うとしても、今後、生徒数の減少により、令和 23（2041）年

以降は 12学級未満で推移する見込みです。 

 

 

図２－31 藤中学校における学級数と生徒数の推移 

③富士見中学校 

図２－32に示す富士見中学校における学級数と生徒数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で生徒数は 248 人で８学級となっています。 

・既に、現状の学級編成で 12学級未満となっており、今後さらに生徒数及び学級数は減少す

る見込みです。 

 

 

図２－32 富士見中学校における学級数と生徒数の推移 
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④西中学校 

図２－33に示す西中学校における学級数と生徒数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で生徒数は 306 人で９学級となっています。 

・既に、現状の学級編成で 12学級未満となっており、今後さらに生徒数及び学級数は減少す

る見込みです。 

 

 

図２－33 西中学校における学級数と生徒数の推移 

⑤南中学校 

図２－34に示す南中学校における学級数と生徒数の推移は、次のとおりです。 

・令和３（2021）年時点（推計値）で総生徒数は 253 人で９学級となっています。 

・既に、現状の学級編成で 12学級未満となっており、今後さらに生徒数及び学級数は減少す

る見込みです。 

 

 

図２－34 南中学校における学級数と生徒数の推移 
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２－２－３．法律上の設置義務 

国の法令等による設置義務がある公共施設については、利用状況に関わらず、今後も存続し

ていく必要があります。そのため、個別利用実施計画の対象施設の内、法律上の設置義務があ

る施設について整理し、再配置にあたっての判断材料とします。 

 

（１）法律上の設置義務がある施設 

鶴ヶ島市の設置義務を有する公共施設の設置条例と根拠となる国の法令が規定されている

施設は、小・中学校です。 

また、図書館については、努力義務となっており、市営住宅は、必要があると認める場合

に設置となっています。（表２－７） 

なお、公共施設の設置条例と根拠法令は、表２－８に示すとおりです。 

 

 

 

表２－７ 設置義務を有する公共施設の設置条例と根拠法令（まとめ） 

施設 設置条例 根拠法令 設置義務 

小・中学校 鶴ヶ島市立学校設置条例 学校教育法 あり 

図書館 鶴ヶ島市立図書館条例 

図書館法 

努力義務 図書館の設置及び運営上の

望ましい基準（文部科学省告

示第 172 号） 

市営住宅 鶴ヶ島市市営住宅条例 公営住宅法 
必要があると認める

場合に設置 

（施設の市設置条例より作成） 

  

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題４－ 

法律上の設置義務のある施設については、利用状況に関わらず存続する必要があります 
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表２－８ 公共施設の設置条例と根拠法令（１／５） 

【小・中学校】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市立

学校設置条

例 

第１条 

（設置） 
市は、小学校及び中学校を設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

学校教育法 

第 38 条 

市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要

な小学校を設置しなければならない。ただし、教育上有益

かつ適切であると認めるときは、義務教育学校の設置をも

つてこれに代えることができる。 設置義務 

第 49 条 

第三十条第二項、第三十一条、第三十四条、第三十五条及

び第三十七条から第四十四条までの規定は、中学校に準用

する。 

 

【教育センター】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市立

教育センタ

ー条例 

第１条 

（設置） 

教育の充実と振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律（昭和 31 年法律第 162 号）第 30 条の規定に基づき、鶴ヶ島市立教育

センター（以下「教育センター」という。）を鶴ヶ島市大字脚折 1922 番

地 10 に設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

地方教育行

政の組織及

び運営に関

する法律 

第 30 条 

（教育機関

の設置） 

地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書

館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条

例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関

係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他

の必要な教育機関を設置することができる。 

なし 

 

【学校給食センター】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市学

校給食セン

ターの設置

及び管理に

関する条例 

第１条 

（設置） 

学校給食法（昭和 29 年法律第 160 号）に基づき、鶴ヶ島市立の小学校

及び中学校において学校給食を実施し、もって児童及び生徒の心身の健

全な発達を図るため、学校給食センターを設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

学校給食法 

第４条 
義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において

学校給食が実施されるように努めなければならない。 

なし 

第６条 

義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校

の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教

育諸学校の学校給食の実施に必要な施設(以下「共同調理

場」という。)を設けることができる。 
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表２－８ 公共施設の設置条例と根拠法令（２／５） 

【市民センター】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市市

民センター

条例 

第１条 

（設置） 

地域住民の交流の促進を図るとともに、地域コミュニティの活性化及び

市民の学びを支援し、もって市民が安心して暮らせる地域社会を実現す

るため、鶴ヶ島市市民センター（以下「市民センター」という。）を設置

する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

－ － － なし 

 

【女性センター】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市女

性センター

条例 

第１条 

（設置） 

鶴ヶ島市男女共同参画推進条例（平成 22 年条例第１号）第 11 条の規定

に基づき、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、市民等による男

女共同参画の推進に関する取組を支援するとともに、女性の総合的な支

援を図ることを目的として、鶴ヶ島市女性センター（以下「女性センタ

ー」という。）を鶴ヶ島市大字脚折 1922 番地７に設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

－ － － なし 

 

【農業交流センター】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市農

業交流セン

ター条例 

第１条 

（設置） 

農業関係者の研修及び活動の場を提供するとともに、市民が農業体験を

通じ農業に対する理解を深めることにより農業の振興及び農村地域の

活性化を図るため、鶴ヶ島市農業交流センター（以下「交流センター」

という。）を設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

－ － － なし 

 

【市民活動推進センター】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市市

民活動推進

センター条

例 

第１条 

（設置） 

豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市

民の自主的な活動（以下「市民活動」という。）を推進するため、鶴ヶ島

市市民活動推進センター（以下「推進センター」という。）を設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

－ － － なし 
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表２－８ 公共施設の設置条例と根拠法令（３／５） 

【図書館】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市立

図書館条例 

第１条 

（設置） 

市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法（昭和 25 年法律第

118 号。以下「法」という。）第 10 条の規定に基づき、鶴ヶ島市立図書

館（以下「図書館」という。）を設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

図書館法 第 10 条 
公立図書館の設置に関する事項は、当該図書館を設置する

地方公共団体の条例で定めなければならない。 

努力義務 

図書館の設

置及び運営

上の望まし

い基準（文

部科学省告

示第 172

号） 

第一総則 

二設置の 

基本 

1 市（特別区を含む。以下同じ。）町村は、住民に対して

適切な図書館サービスを行うことができるよう、住民の生

活圏、図書館の利用圏等を十分に考慮し、市町村立図書館

及び分館等の設置に努めるとともに、必要に応じ移動図書

館の活用を行うものとする。（以下、略） 

 

【鶴ヶ島海洋センター】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島海洋

センターの

管理及び運

営に関する

条例 

第 1条 

（設置） 

地方自治法（昭和 22年法律第 67 号）第 244 条第１項及び地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 30 条の規定

に基づき、鶴ヶ島市が陸上及び海洋性スポーツ並びにレクリエーション

に関する研修、競技会及び各種事業を行い、もって市民の健康と健全な

心身の発達を図るため、鶴ヶ島海洋センター（以下「海洋センター」と

いう。）を鶴ヶ島市大字鶴ヶ丘 54 番地４に設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

地方教育行

政の組織及

び運営に関

する法律 

第 30 条 

（教育機関

の設置） 

地方公共団体は、法律で定めるところにより、学校、図書

館、博物館、公民館その他の教育機関を設置するほか、条

例で、教育に関する専門的、技術的事項の研究又は教育関

係職員の研修、保健若しくは福利厚生に関する施設その他

の必要な教育機関を設置することができる。 

なし 

 

【保健センター】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市保

健センター

条例 

第１条 

（設置） 

市民の健康の保持及び増進を図るため、鶴ヶ島市保健センター（以下「保

健センター」という。）を設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

地域保健法 
第 18 条 

第１項 
市町村は、市町村保健センターを設置することができる。 なし 
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表２－８ 公共施設の設置条例と根拠法令（４／５） 

【市営保育所】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市立保

育所の設置及

び管理条例 

第１条 

（設置） 

児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号）第 24 条第１項の規定により保育

を必要とする児童を入所させて保育するため、同法第 35 条第３項の規

定に基づき、保育所を設置する。 

根拠法令 
根拠法令

の条文 
根拠法令の条文 設置義務 

児童福祉法 

第 24 条 

第１項 

市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めると

ころにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、

その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必

要とする場合において、次項に定めるところによるほか、

当該児童を保育所（認定こども園法第三条第一項の認定を

受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたも

のを除く。）において保育しなければならない。 

なし 

第 35 条 

第３項 

市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじ

め、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、

児童福祉施設を設置することができる。 

 

【老人福祉センター】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市老

人福祉セン

ターの設置

及び管理に

関する条例 

第１条 

（設置） 

この条例は、鶴ヶ島市に居住する老人が健康で明るい生活を営むことを

目的として、老人福祉法（昭和 38 年法律第 133 号）第 15 条第５項の規

定に基づき、鶴ヶ島市老人福祉センター（以下「老人福祉センター」と

いう。）を設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

老人福祉法 
第 15 条 

第５項 

国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の定めるところに

より、軽費老人ホーム又は老人福祉センターを設置するこ

とができる。 

なし 

 

【障害者生活介護施設】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市立

障害者生活

介護施設の

設置及び管

理に関する

条例 

第１条 

（設置） 

在宅の常時介護を要する障害者の日常生活の充実及び社会参加の促進

を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成 17 年法律第 123 号。以下「法」という。）第５条第７項に規

定する生活介護を行う施設として、鶴ヶ島市立障害者生活介護施設（以

下「生活介護施設」という。）を鶴ヶ島市大字三ッ木 935 番地１に設置

する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

障害者の日

常生活及び

社会生活を

総合的に支

援するため

の法律 

第５条 

第７項 

この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障

害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間

において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める

施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作

的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で

定める便宜を供与することをいう。 

なし 
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表２－８ 公共施設の設置条例と根拠法令（５／５） 

【発育支援センター】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市発

育支援セン

ター条例 

第１条 

（設置） 

心身に障害がある児童又は心身の発達に遅れのある児童（以下「児童」

という。）の福祉の増進を図るため、鶴ヶ島市発育支援センター（以下

「発育支援センター」という。）を設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

児童福祉法 
第 35 条 

第３項 

市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじ

め、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、

児童福祉施設を設置することができる。 

なし 

 

【児童館】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市児

童館条例 

第１条 

（設置） 

児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、情操を豊かにすること

を目的として、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 35 条第３項の

規定に基づき、児童館を設置する。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

児童福祉法 
第 35 条 

第３項 

国は、政令の定めるところにより、児童福祉施設（助産施

設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども

園を除く。）を設置するものとする。 

２ 都道府県は、（略） 

３ 市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、あら

かじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け

出て、児童福祉施設を設置することができる。 

なし 

 

【市営住宅】 

設置条例 条例条文 条例条文 

鶴ヶ島市市

営住宅条例 

第１条 

（設置） 

この条例は、公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号。以下「法」という。）

に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

根拠法令 
根拠法令の

条文 
根拠法令の条文 設置義務 

公営住宅法 

第３条 

（公営住宅

の供給） 

地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低

額所得者の住宅不足を緩和するため必要があると認めると

きは、公営住宅の供給を行わなければならない。 

必要があ

ると認め

る場合に

設置 

 

  



41 

２－２－４．防災機能 

公共施設の一部には、災害時の避難場所としての性質があることから、再配置の検討にあた

っては、防災の観点からの施設の必要性を判断する必要があります。そのため、市内の指定緊

急避難場所・指定避難所の位置、収容人数を整理するとともに、被災想定区域との位置関係を

整理し、再配置にあたっての判断材料とします。 

 

 

 

（１）指定緊急避難場所・指定避難所の収容人員 

令和２（2020）年３月１日現在の屋内避難場所の収容人員の合計は 3,167 人、屋外避難場

所の収容人員の合計は 123,512 人となっています。（表２－９） 

小・中学校の体育館、市民センター等は災害時の指定避難所として位置づけられており、

指定緊急避難場所（屋外）・指定避難所（屋内）は、市内に分散的に配置されているため、再

配置にあたっては、これら防災機能を確実に確保していく必要があります。（図２－35～図２

－37） 

 

表２－９ 避難場所・避難所の収容人員（１／２） 

令和２（2020）年３月１日現在 

 

(㎡) (人) (㎡) (人)

体育館１階アリーナ 544 108

体育館２階平場 67 13

屋外運動場 7,440 3,720

体育館１階アリーナ 714 142

体育館２階平場 117 23

屋外運動場 7,171 3,585

体育館１階アリーナ 541 108

体育館２階平場 114 22

屋外運動場 10,145 5,072

体育館１階アリーナ 544 108

体育館２階平場 104 20

屋外運動場 8,172 4,086

体育館１階アリーナ 542 108

体育館２階平場 120 24

屋外運動場 11,004 5,502

体育館１階アリーナ 735 147

体育館２階平場 91 18

屋外運動場 12,180 6,090

体育館１階アリーナ 620 124

体育館２階平場 110 22

屋外運動場 12,264 6,132

体育館１階アリーナ 540 108

体育館２階平場 118 23

屋外運動場 11,280 5,640

3

8

7

4

屋内
収容人員※1

屋外避難場所
面積※2

屋外
収容人員※3

新町小学校

南小学校

藤小学校

屋内避難場所
延床面積№ 施設名 避難対象場所

1 鶴ヶ島第一小学校

鶴ヶ島第二小学校2

栄小学校6

長久保小学校5

杉下小学校

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題５－ 

現時点では避難者を収容できるだけの施設が確保されていますが、 

再配置後についても避難者数を収容できる施設規模を確保する必要があります 
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表２－９ 避難場所・避難所の収容人員（２／２） 

令和２（2020）年３月１日現在 

 

  

(㎡) (人) (㎡) (人)

体育館１階アリーナ 921 184

体育館２階平場 0 0

屋外運動場 18,429 9,214

体育館１階アリーナ 1,080 216

体育館２階平場 126 25

屋外運動場 17,797 8,898

体育館１階アリーナ 580 116

体育館２階平場 120 24

屋外運動場 14,499 7,249

体育館１階アリーナ 926 185

体育館２階平場 156 31

屋外運動場 19,405 9,702

体育館１階アリーナ 867 173

体育館２階平場 114 22

屋外運動場 12,911 6,455

体育館１階武道場 956 191

体育館２階アリーナ 750 150

屋外運動場 24,108 12,054

集会室(フロア) 169 33

集会室(ステージ) 61 12

集会室(フロア) 192 38

集会室(ステージ) 70 14

児童館遊戯室 149 29

集会室(フロア) 181 36

集会室(ステージ) 136 27

児童館遊戯室 165 33

1階集会室(フロア) 369 73

1階集会室(ステージ) 82 16

2階集会室 110 22

2階第二集会室 90 18

集会室(フロア) 193 38

集会室(ステージ) 63 12

集会室(フロア) 186 37

集会室(ステージ) 99 19

児童館遊戯室 154 30

ホール 225 45

舞台 159 31

軽運動室 125 25

アリーナ 721 144

グラウンド 1,810 905

広場 1,745 872

23 脚折近隣公園 公園 12,979 6,489

24 富士見中央近隣公園 公園 24,924 12,462

25 鶴ヶ島南近隣公園 公園 18,771 9,385

15,916 3,167 247,034 123,512

3,101 75,978

66 47,534

10

9

13

14 鶴ヶ島清風高等学校

12

11

屋内
収容人員※1

屋外避難場所
面積※2

屋外
収容人員※3

西中学校

南中学校

藤中学校

鶴ヶ島中学校

富士見中学校

屋内避難場所
延床面積

鶴ヶ島海洋センター22

15 富士見市民センター

16 大橋市民センター

17 西市民センター

18 東市民センター

19 南市民センター

20 北市民センター

21 女性センター

合計

 避難者数（実質想定）※4

差異

№ 施設名 避難対象場所
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【収容人数等の算出根拠】 

※１：「屋内収容人員」は、各指定避難所の延床面積に対し、１人当たり５㎡を除して算出した人数。 

(参考データ：「スフィアハンドブック人道憲章と人道支援」より、１人当たり最低 3.5 ㎡の居住スペ

ースとし、居住スペースや通路の配置より避難所の有効延床面積を 70％に設定している。 

なお、避難所に必要な機能として、受付、本部、情報コーナー等は、施設事務室や避難所以外の施設

共用部、仮設コンテナ等により設置し、避難所の有効延床面積を圧迫しないものとする。 

また、「鶴ヶ島市地域防災計画」では、小・中学校特別教室を避難所延床面積として換算しているが、

机や椅子等の設置物があり、避難空間として十分ではない教室があることや学校機能の維持に影響が

及ぶ可能性があるため、算出から除外している。) 

 

※２：小・中学校屋外避難場所面積は、小・中学校の運動場の敷地面積からから 10％分を植栽帯、遊具、

工作物等の専有面積として、総面積から除外し、有効面積として算出している。(参考データ：教育委

員会施設台帳) 

また、公園の避難場所の面積は、公園敷地面積から 20％分を植栽帯、遊具、工作物等の専有面積とし

て、総面積から除外し、有効面積として算出している。(参考データ：鶴ヶ島市地域防災計画) 

なお、各市民センター、女性センターの屋外避難場所として考えられる敷地内の広場は、建物に近接

しており、災害時に安全に使用できるか不明確であるため算出から除外している。駐車場についても、

災害時に車が停められている可能性や災害時用物資等の搬出入に使用するため、算出から除外してい

る。(鶴ヶ島市運動公園は、災害時に被災者避難や物資の輸送等のため、ヘリコプターの「飛行場外離

着陸場」として指定されており、「鶴ヶ島市地域防災計画」の指定金融避難場所には、指定されていな

い。) 

 

※３：「屋外収容人員」は、各指定緊急避難場所の有効面積に対し、１人当たり 2.0 ㎡で除して算出した人

数。(参考データ：鶴ヶ島市地域防災計画) 

 

※４：屋内の実質想定する避難者数は、「鶴ヶ島市地域防災計画」にて、想定している災害時の最大屋内避

難者数 3,162 人から、災害発生時の避難行動要支援者(障害者、介護保険の要支援・要介護認定を受

けている者等)の最大数を除いた数字として算出している。災害発生時の避難行動要支援者最大数は、

市内避難行動要支援者数の人口割合、約２％(1,342 人/69,937 人)を 3,162 人にて換算した 61人とし

ている。(最大屋内避難者数 3,162 人－61 人＝3,101 人) 

なお、災害発生時の避難行動要支援者には、市民センター、女性センター、鶴ヶ島海洋センターの大

空間ではない部屋及び市内社会福祉施設６施設を福祉避難場所として提供する。 

また、屋外の実質想定する避難者数は、「鶴ヶ島市地域防災計画」にて、基準が設けられていない。そ

のため、市内人口 69,937 人(令和２（2020）年３月１日時点)と災害発生時の帰宅困難者最大数 6,041

人を足した数字、75,978 人として算出している。(参考データ：鶴ヶ島市地域防災計画) 
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（２）指定緊急避難場所・指定避難所の分布図 

 

図２－35 屋外避難場所までの避難距離（日中２km、夜間１km） 

※屋外避難場所(凡例：紫丸〇)は、個別利用実施計画対象施設以外の場所ですが、鶴ヶ島市防災計画上、対象

となっているため、地図上に表示しています。 

 

表２－10 広域防災の拠点整備に関する調査(国土交通省)における避難時間・避難距離・速度 

避難時間 

・関東大震災における要因別死者発生状況をみると、火災による焼死は地震発生

３時間後に急増しています。発生後１時間は、負傷者の搬出、初期消火、状況

把握等で過ぎることから、避難に使える時間は２時間となりますが、１時間の

余裕を見込むと、実質的な避難時間は１時間程度となります。 

避難距離、速度 

・一般の歩行速度は概ね４km/時ですが、高齢者や子供等、さらに非常時である

ことを勘案すると、速度は半分の２km/時程度(暗闇や水に浸かっての歩行で

は、速度が概ね１km/時程度に減じます。)と考えられます。したがって、避難

時間１時間での避難距離は２km程度となります。また、東京消防庁の調査によ

ると、歩行限界は高齢者、子供で約２kmとされています。 

（出典：広域防災の拠点整備に関する調査 国土交通省） 
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図２－36 屋内避難所までの避難距離（800ｍ） 

※屋内避難場所（凡例：紫色〇）は、個別利用実施計画対象以外の施設や場所ですが、鶴ヶ島市防災計画上、 

対象となっているため、地図上に表示しています。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報及び鶴ヶ島市揺れやすさマップより作成） 

図２－37 揺れやすさマップと避難所等の分布 

※避難場所・避難所(凡例：紫丸〇)は、個別利用実施計画対象以外の施設や場所ですが、鶴ヶ島市防災計画上、 

避難所や避難場所の対象となっているため、地図上に表示しています。 
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２－２－５．今後の市の事業展開 

今後の市の事業展開として、公共施設を管理している所管課や施設を利用して各事業を展開

している対象課に対し、施策上の位置づけや内容、利用（参加）者の状況、要望及び展望等に

ついてヒアリングを行い、その意見・意向を整理し、再配置にあたっての判断材料とします。

（表２－11） 

 

 

 

表２－11 今後の市の事業展開（１／３） 

対象施設 事業展開 ヒアリング内容等 

学校給食センター 継続 
・事業は PFI 事業契約により実施。令和９（2027）年
度に契約満了。その後、継続利用するが運営方法は
未定。 

教育センター 継続 

・現状では廃止の予定はない。ただし、施設の稼働率
向上やランニングコストの抑制のために運営方針
を見直し、維持していく。 

・保健センターと連携できるので、今の場所は良いと
も感じている。保護者にとっても、入りやすい環境
となっているが、統廃合後の校舎を教育センター
として使用することについては良いと思う。 

東市民センター 継続 ・既存の事業については現状を維持する考えでいる。
現状の施設があれば運営には問題ない。 

・今後も地域拠点の施設として、様々な地域活動団体
と連携した事業を展開していく。 

・市民センターは、地域の拠点施設として、概ね小学
校区に１センターが配置されている。避難所等の
位置づけもあり、統合については検討していない。 

・市民に身近な窓口として、住民票の写しをはじめと
する諸証明の発行業務も行っており、地域の高齢
者が多く利用しているため、現状の配置を維持し
ていきたい。 

西市民センター 継続 

南市民センター 継続 

北市民センター 継続 

大橋市民センター 継続 

富士見市民センター 継続 

女性センター 継続 

・避難所にも指定されているので、現状では廃止の予
定はない。ただし、施設の稼働率向上やランニング
コストの抑制のために運営方針を見直し、維持し
ていく。 

農業交流センター 継続 

・事業は現状維持の方針で、事業が実施できる施設が
あれば問題はない。 

・令和２（2020）年度から、指定管理(貸館の窓口な
ど)にて運営を行っている。 

市民活動推進センター 継続 

・市民活動推進センターは、市民活動の拠点とし
て、NPO 法人やボランティア団体の育成等の場と
していたが、市民活動団体と地域活動団体等と
のつながりを促進し、市民活動団体の活性化な
ど、市民活動の更なる支援の強化を図るため、市
民センターに機能移転する。これにより、令和３
（2021）年度末をもって廃止とする。 

中央図書館 継続 ・事業は現状を維持する方針で、施設があれば問題は
ない。 

・若葉駅前カウンターは、利便性の良さから、中央図
書館に次いで利用者が多く、今後も分室機能の継
続が求められる。 

図書館東分室 継続 

図書館西分室 継続 

図書館南分室 継続 

図書館北分室 継続 

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題６－ 

今後の市の事業展開に応じた、施設利用の見通しを踏まえて、再配置を検討する必要が

あります 
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表２－11 今後の市の事業展開（２／３） 

対象施設 事業展開 ヒアリング内容等 

図書館大橋分室 継続 （前頁参照） 

図書館富士見分室 継続 

龍蛇ふる里会館 継続 
・事業は現状維持の方針で、これまでの事業が実施で
きる施設があれば問題はない。 

鶴ヶ島海洋センター 継続 
・市民の健康づくりやレクリエーションの場を提供

するため、アリーナ等の貸出業務を行っていく。 

保健センター 継続 

・事業は現状を維持する方針で、これまでどおり事業

が実施できる施設があれば問題はない。 

・移転については可能ではあると思うが、歯科の検診

台や特殊なユニットがあるので大がかりとなる。 

鶴ヶ島保育所 継続 

・市が設置する鶴ヶ島保育所、富士見保育所は入所率

が 100％を超えている。また、民間の保育所（地域

型保育施設を含む）でも、１つの園を除き、入所率

が 90％を超えている。その中でも入所率 100％以

上の保育所は９施設となっている。 

・今後は、少子化により児童数は減少するものの、女

性の就業率の高まりや、国の幼児教育・保育に関す

る各種施策を見据えながら、保育需要の変動に対

応していく必要がある。 

富士見保育所 継続 

老人福祉センター 継続 

・現状の立地は、利便性の悪さや借地の問題もあり、

最適ではない。参加者が多い活動には送迎がある

ため、あまり問題にならないが、車での来館者も多

いので駐車場の確保は必要である。 

・再編に際して、おたっしゃ工房と市民センターの機

能統合については、老人福祉センター利用者の希

望日時に予約が取れないため、非常にやりにくい。

移転するとしても、優先的に使える諸室を確保し

ないと厳しい。 

障害者生活介護施設 継続 

・基本的には、車両による送迎を前提としているの

で、立地の不便はない。 

・現在の施設は緑も多く、良好な環境であるため、移

転した場合には不満に思う人もいるかもしれな

い。 

・利用者には、施設が古いことや、借地返還など理由

を説明すれば、納得していただけると思う。 

発育支援センター 継続 ・子育て相談の中核的な施設として残していきたい。 

どんぐりクラブ 

(鶴ヶ島第二小学校区） 
継続 

・子育て支援として、これまでの事業を展開できる施

設は、残す必要がある。 

・今後の市の事業展開としては、栄小学校に新規の学

童保育室を余裕教室２部屋使用して整備する予定

となっている。 

・学校の敷地内に建てるよりは、余裕教室を使って確

保する方が、工事費を安価に抑えられる。 

・杉下小学校区学童保育室は、２か所中１か所が旧区

画整理事務所を借用しており、今後返還する必要

がある。 

・新町小学校区学童保育室は、３か所中２か所が旧区

画整理事務所を借用しており、今後返還する必要

がある。 

どんぐり小規模児童クラブ 

（鶴ヶ島第二小学校区） 
継続 

ありんこクラブ（杉下小学校区） 継続 

第二ありんこクラブ 

（杉下小学校区） 
継続 

ひまわりクラブ A（新町小学校区） 継続 

ひまわりクラブ B（新町小学校区） 継続 

ひまわりクラブ C（新町小学校区） 継続 

なかよしクラブ 

（鶴ヶ島第一小学校区） 
継続 

なかよし小規模児童クラブ 

（鶴ヶ島第一小学校区） 
継続 
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表２－11 今後の市の事業展開（３／３） 

対象施設 事業展開 ヒアリング内容 

つくしんぼクラブ（藤小学校区） 継続 （前頁参照） 

第二つくしんぼクラブ 

（藤小学校区） 
継続 

つばきやまクラブ（栄小学校区） 継続 

もみじやまクラブ（栄小学校区） 継続 

はちまんクラブ 

（長久保小学校区） 
継続 

はちまん小規模児童クラブ 

（長久保小学校区） 
継続 

第二はちまんクラブ 

（長久保小学校区） 
継続 

たんていクラブ A（南小学校区） 継続 

たんてい小規模児童クラブ 

（南小学校区） 
継続 

たんていクラブ B（南小学校区） 継続 

西児童館 継続 ・子育て支援として、これまでの事業を展開できる施

設として残す必要がある。 

・児童館では、地域との連携、指定管理者による自由

度の高いイベントを開催している。場所を問わな

い事業も多いが、地域に根付いた事業も行ってい

る。 

脚折児童館 継続 

大橋児童館 継続 

上広谷児童館 継続 

新町住宅 

継続 

（借上期

間満了に

伴い建物

返還） 

・新町住宅は 20 年間の借上期間（令和６（2024）年

９月）の満了に伴い埼玉県住宅供給公社へ建物を

返還する。 

・返還にあたっては、居住者が引き続き住むことがで

きる方策等について調整を図りながら、転居が必

要となった場合には、転居先の斡旋や家賃負担等

の居住者の緩和措置などを検討していく。 

庁舎 継続 

・様々な行政サービスを提供し、日常における市民の

暮らしを支える役割を果たしている。 

・災害対策本部を設置する施設である。 

若葉駅前出張所 継続 
・若葉駅を中心に、人口の多い地域で有効に機能して

いる。 

文化財整理室第一分室 

(事務室等) 
継続 

・文化財整理室は、蛍光灯から火が出たこともあり、

可能であれば移転したい。 

・施設の特殊性は確かにあるが、学校の建物でも十分

に対応できる。 

・今の立地は、市域の中央であるため、子どもを迎え

入れやすいが、特に立地にこだわっていない。 

・学校のＲＣ造でなくても、プレハブのような簡易な

建物で構わない。 

文化財整理室第二分室 

(作業室等) 
継続 

文化財整理室第三分室 

(資料展示庫) 
継続 

旧第一学校給食センター 廃止済 ・区画整理地内であるため、種地(減歩緩和)として、

活用を図っていく。 
旧第二学校給食センター 廃止済 

旧鶴ヶ島市ふれあいセンター 廃止済 
・現在、施設を民間事業者へ貸出による資産運用を行

っており、引き続き廃止済施設の有効活用を図っ

ていく。 

旧庁舎 廃止済 
・立地適正化計画に基づく、(新)複合施設建設予定地

として、活用を図っていく。 

旧若葉駅自転車駐車場 廃止済 
・現在は、放置自転車の仮置き場として活用している

が、敷地として資産価値が高いため、積極的な資産

運用を図っていく。 
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２－２－６．施設の利用状況 

各公共施設の利用状況を調査、整理することにより、対象施設の稼働状況を把握し、今後も

市民にとって必要性の高い施設や公共サービスを見極める判断材料とします。 

 

 

 

 

 

（１）施設利用者数 

１）学校給食センター 

平成 26（2014）年度から平成 30（2018）年度までにおける、学校給食センターの市民講座

への年間参加人数は、平成 26（2014）年度には 216 人の参加がありましたが、その後は減少

し、平成 29（2017）年度は 74人、平成 30（2018）年度は 88人となっていますが、建物の主

としての機能以外にも一定の市民利用が見られます。（表２－12） 

 

表２－12 学校給食センターによる見学・講座等利用者数 

 
※新規採用職員研修、行政視察によるセンター利用は含みません。 

 

２）教育センター 

平成 30（2018）年度における相談者数は 289 人で、ピークである平成 28（2016）年度の 328

人からはやや減少しているものの、平成 25 年度の約２倍となっています。これは、平成 27

（2015）年度より、臨床心理士が常駐したため、相談件数が増加したことが主な要因です。

（表２－13・図２－38） 

 

表２－13 教育センターの相談者数の推移 

 

件数
参加
人数

試食
人数

件数
参加
人数

試食
人数

件数
参加
人数

試食
人数

件数
参加
人数

試食
人数

件数
参加
人数

試食
人数

見学 1 80 0 5 152 24 1 80 0

市民講座 13 216 212 6 170 170 3 63 63 4 74 74 4 88 88

合計 13 216 212 7 250 170 8 215 87 5 154 74 4 88 88

区分
平成30年度平成29年度平成28年度平成27年度平成26年度

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平均
146 143 275 328 321 289 250

平成25年度を１
とした場合の指数

相談者数（人）

ʷ1.00 0.98 1.88 2.202.25 1.98

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題７－ 

多くの施設の利用状況がやや減少傾向にありますが、ピーク時稼働率が高い施設 

や毎年一定の利用が見られる施設があるなど、施設により利用状況は異なります 

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題８－ 

市民センター等の共用部（ロビー等）は、多目的かつ多世代による主用途以外 

の利用が見られます 
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図２－38 教育センターの相談者数の推移 

 

３）市民センター 

平成 30（2018）年度における部屋使用団体数は、延べ 23,841 団体、部屋使用者数を含む市

民センター利用者数は 402,042 人となっています。平成 27（2015）年度以降で見ると、市民

センターの年間利用者数はほぼ横ばいです。（図２－39） 

６施設ある市民センター別の利用者数は、西市民センターの利用者数は増加していますが、

他の５施設の市民センターの利用者数は減少しており、中でも南市民センターは大きく減少

しているなど、市民センターごとに利用状況は異なります。（図２－40） 

 

 

図２－39 市民センターの年間利用者数の推移 

 

146 143

275

328 321

289

0

50

100

150

200

250

300

350

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

６年間の平均 250人

365,850 359,640 376,473 358,642

52,128 53,943
50,565

43,400

24,135 23,485 24,551 23,841

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

部屋使用者数(A) 市民センター利用者（Ｂ） 部屋使用団体数
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図２－40 市民センター別の年間利用者数の推移 

 

４）女性センター 

女性センターの年間利用者数は、平成 27（2015）年度には、保健センターの空調故障のた

め隣接する女性センターが臨時の検診等に利用されたため、61,002 人に達しました。 

平成 28（2016）年度は再び４万人程度に戻り、平成 30（2018）年度には 37,010 人となっ

ていることから、毎年、一定程度の利用が見られます。（図２－41） 

 

 

図２－41 女性センターの利用者数の推移 

 

  

70,951 

74,887 

70,243 

77,733 

92,246 

89,542 

82,016 
81,905 

71,243 

56,060 
53,708 

53,095 

59,146 62,063 
55,427 

67,677 
62,784 

62,492 

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

平成28年度 平成29年度 平成30年度

東市民センター 西市民センター 南市民センター

北市民センター 大橋市民センター 富士見市民センター
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５）農業交流センター 

農業交流センターの年間利用件数と人数は、平成 27（2015）年度の 745 件、11,104 人をピ

ークに減少し、平成 30（2018）年度には 718 件、8,368 人となっています。 

なお、市民農園の総利用区画に対する利用区画数は、毎年 100％に近い数値で推移してお

り、高い利用率となっています。（図２－42） 

 

 

図２－42 農業交流センターの年間利用件数・人数の推移 

 

６）市民活動推進センター 

市民活動推進センターの年間利用者数は、平成 26（2014）年度の 13,810 人をピークに減少

傾向であり、平成 30（2018）年度は 8,035 人となっています。（図２－43） 

 

 

図２－43 市民活動推進センターの年間利用者数の推移 
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７）図書館 

平成 30（2018）年度における中央図書館及び図書館分室の年間利用者数の合計は、150,159

人で、その内の半数以上（54.3％）にあたる 81,600 人が中央図書館を利用しています。また、

市民活動推進センター（若葉駅前出張所）の利用者も全体の 13.0％を占めています。（表２－

14） 

中央図書館及び図書館分室の年間利用者数は減少傾向にあり、平成 30（2018）年度の年間

利用者数合計は、平成 25（2013）年度の年間利用者数合計（161,815 人）の 92.8％と、7.2％

減少しています。（図２－44・図２－45） 

 

表２－14 中央図書館及び図書館分室の年間利用者数の推移 

 
※下段の数値は、平成 25（2013）年度の利用者を 100％とした場合の割合を示します。 

 

 

図２－44 中央図書館の年間利用者数の推移 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 構成比率

98,713 96,390 90,734 88,255 82,822 81,600 54.3%

100.0% 97.6% 91.9% 89.4% 83.9% 82.7% -

7,443 7,845 7,371 7,465 8,220 7,931 5.3%

100.0% 105.4% 99.0% 100.3% 110.4% 106.6% -

9,722 8,557 8,496 9,624 8,517 8,297 5.5%

100.0% 88.0% 87.4% 99.0% 87.6% 85.3% -

11,475 11,759 11,613 10,451 9,998 9,807 6.5%

100.0% 102.5% 101.2% 91.1% 87.1% 85.5% -

5,702 5,800 5,703 5,355 5,181 5,535 3.7%

100.0% 101.7% 100.0% 93.9% 90.9% 97.1% -

9,639 9,602 8,794 8,112 8,778 8,127 5.4%

100.0% 99.6% 91.2% 84.2% 91.1% 84.3% -

12,621 12,526 12,155 11,226 10,767 9,366 6.2%

100.0% 99.2% 96.3% 88.9% 85.3% 74.2% -

6,500 7,735 8,194 13,052 17,381 19,496 13.0%

100.0% 119.0% 126.1% 200.8% 267.4% 299.9% -

161,815 160,214 153,060 153,540 151,664 150,159 100.0%

100.0% 99.0% 94.6% 94.9% 93.7% 92.8% -

図書館富士見分室

図書館大橋分室

市民活動推進センター
（若葉駅前出張所）

合　計

施設名称

中央図書館

図書館東分室

図書館西分室

図書館南分室

図書館北分室
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図２－45 図書館分室等の年間利用者数の推移 

 

８）鶴ヶ島海洋センター 

平成 30（2018）年度における鶴ヶ島海洋センター全体の利用者数（体育館とミーティング

ルームを合せた利用者数）は、54,485 人となっています。 

体育館の年間利用者数は平成24（2012）年度の65,572人から減少傾向にあり、平成30(2018)

年度には 50,997 人となっています。 

ミーティングルームの年間利用者数も、平成 28（2016）年度以降は 4,000 人を下回り、平

成 30（2018）年度は 3,488 人と減少傾向にあります。（図２－46） 

 

 

図２－46 鶴ヶ島海洋センターの年間利用者数の推移 
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９）保健センター 

保健センターでは乳幼児や 40 歳以上の市民を対象とする法令に基づく健康診査、健康相

談、健康指導を実施しており、平成 30（2018）年度における年間延べ参加数は 5,668 人にの

ぼります。その他、母子の健康保持・増進、子育て支援、市民の健康づくりなど、多数の事業

を実施しています。（表２－15） 

 

表２－15 平成 30（2018）年度における健康診査等の参加数 

 

 

10）保育所 

市が設置する鶴ヶ島保育所及び富士見保育所は、平成 31（2019）年３月１日現在、入所率

が 100％を超えており、需要が高い状況です。（表２－16） 

 

表２－16 保育所の入所児童数・入所率 

          （平成 31（2019）年３月１日時点） 

 

事業の内容・目的
実施頻度
実施時期

年間延べ
参加数

(H30年度)
参加状況等

5,668

１歳６か月児健康診査

年間延べ参加数　計

事業名

随時
通年

年１４回
通年

年１４回
通年

年９回
通年

年５回
通年

年２回
通年

毎月１回
通年

毎月１回
通年

79

法令に基づく健康診査

314

720

457

500

480

475

法令に基づく健康診査

1,897

法令に基づく保健指導

176

毎月１回
通年

特定保健指導
特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある方に
特定保健指導を実施。

骨粗しょう症検診
４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳、６５歳、７０歳の女性にDXA法
による骨粗しょう症検診を実施。

歯周病検診 ３０歳から７５歳までを対象に１人１年に１回、歯周病検診を実施。

乳がん検診 ４０歳以上の女性を対象に１人２年に１回、乳がん検診を実施。

胃がん検診 ５０歳以上を対象に１人２年に１回、胃がん検診を実施。

肺がん検診 ４０歳以上を対象に１人１年に１回、肺がん検診を実施。

１０か月児健康相談
保健指導要領(厚生労働省)に基づき、乳児後期の親の育児不安
等に対する相談、支援等を行い、親子の健康の保持、増進を図
る。

３歳児健康診査
乳幼児に法令に基づく健康診査を行い、異常を早期発見して適
切に指導を行うことにより、乳幼児の健康の保持及び増進を図る。

法令に基づく健康診査

法令に基づく健康診査

法令に基づく健康診査

国の要領に基づく健康相談

法令に基づく健康診査

117

４か月児健康診査
乳幼児に法令に基づく健康診査を行い、異常を早期発見して適
切に指導を行うことにより、乳幼児の健康の保持及び増進を図る。

２歳児歯科健康診査
歯科検診を実施することで健康な口腔を保ち、乳歯初期の虫歯を
予防するとともに保護者の歯科検診意識の高揚を図る。

毎月１回
通年

453

乳幼児に法令に基づく健康診査を行い、異常を早期発見して適
切に指導を行うことにより、乳幼児の健康の保持及び増進を図る。

法令に基づく健康診査

法令に基づく健康診査
毎月１回

通年

定員 入所児童数 待機 定員 入所児童数 待機

0 6 6 4 6 6 6
1 13 21 0 14 24 2
2 20 24 1 18 23 4
3 26 27 24 25 1
4 27 25 28 27 1
5 28 24 30 30

合計 120 127 5 120 135 14

入所率 106% 入所率 113%

年齢
鶴ヶ島保育所 富士見保育所
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11）老人福祉センター 

平成 30（2018）年度における市内利用者数は 33,680 人、市外利用者数は 28,614 人の計

62,294 人となっており、平成 26（2014）年度の 58,501 人をピークに、利用者数は市内・市

外ともに減少してきましたが、平成 30（2018）年度には、再び増加しています。 

なお、平成 30（2018）年度に、川越市の老人福祉センターの改修工事が実施されたため、

市外利用者が大幅に増加しています。（表２－17・図２－47） 

 

表２－17 老人福祉センターの利用者数の推移 

 

 

 

図２－47 老人福祉センターの利用者数の推移 

 

  

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 備考

35,764 37,166 36,748 36,213 33,574 33,680
21,964 21,335 21,088 19,703 19,131 28,614
57,728 58,501 57,836 55,916 52,705 62,294

1.00 1.01 0.99 0.97 0.94 1.18
平成25年度を

１とした場合

合計

対前年度増減比

市外利用者(人)
市内利用者(人)
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12）障害者生活介護施設 

平成 30（2018）年度における登録利用者数は、206 人となっており、平成 25（2013）年度

の 168 人より、増加傾向となっています。（表２－18・図２－48） 

 

表２－18 障害者生活介護施設「きいちご」の登録利用者数の推移 

 

 
図２－48 障害者生活介護施設「きいちご」の登録利用者数の推移 

 

13）発育支援センター 

平成 30（2018）年度における利用延人数は、通所指導が 2,560 人、親子教室が 434 人、外

来指導が 83 人となっています。平成 26（2014）年度に通所指導の利用延人数は一時的に減少

しましたが、平成 27（2015）年度以降、増加傾向となっています。（図２－49） 

 

 

図２－49 発育支援センターの利用者数の推移 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

登録利用者数

（人）
168 180 180 189 191 206

平成25年度を

1とした場合
1.00 1.07 1.07 1.13 1.14 1.23
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14）学童保育室 

学童保育室の施設別入室児童数は、市全体では、令和元（2019）年４月から令和２（2020）

年３月までの１年間で、延べ 9,761 人となっており、月平均 813.42 人が入室しており、令和

２（2020）年３月現在の全児童数（3,312 人）の 24.6％が利用しています。 

市内 14 施設の施設月平均の入室児童数は 33.83 人から 94.17 人であり、入所定員を上回っ

ているのは、「ありんこクラブ」の 1.60、「第二はちまんクラブ」の 1.42 など、８施設で１を

超えています（下表赤文字部分）。（表２－19） 

 

表２－19 学童保育室の施設別入室児童数 

（令和元（2019）年４月から令和２（2020）年３月までの入室児童数） 

 

各月１日現在(前月末日）の児童数で、いずれの施設も１年生～６年生の児童数です。 

※１：対象施設のつくしんぼクラブは令和２（2020）年 11 月に竣工された新施設であり、表のつくしんぼクラブ

は旧施設の入所人数です。 

※２：対象施設のたんていクラブＢは令和２（2020）年３月に竣工したため、データはありません。 

  

支援単位 月平均 年間入所児 施設月平均（Ａ） 定員（Ｂ） Ａ／Ｂ

どんぐり 36.50 438

第２どんぐり 37.58 451

第１ありんこ 33.17 398

第３ありんこ 29.00 348

第４ありんこ 30.83 370

3
第二ありんこクラブ
（杉下小学校区）

第２ありんこ 33.83 406 33.83 88 0.38

4
ひまわりクラブA
（新町小学校区）

ひまわりＡ 42.83 514 42.83 74 0.58

5
ひまわりクラブB
（新町小学校区）

ひまわりＢ 44.33 532 44.33 37 1.20

6
ひまわりクラブC
（新町小学校区）

ひまわりＣ 35.67 428 35.67 108 0.33

なかよし 34.08 409

第２なかよし 26.25 315

第３なかよし 33.83 406

8
つくしんぼクラブ

(藤小学校区)(旧施設)※1
つくしんぼ 39.42 473 39.42 38 1.04

第２つくしんぼ 43.00 516

第３つくしんぼ 42.33 508

10
つばきやまクラブ
（栄小学校区）

つばきやま 48.00 576 48.00 55 0.87

11
もみじやまクラブ
（栄小学校区）

もみじやま 45.00 540 45.00 40 1.13

12
はちまんクラブ、

はちまん小規模児童クラブ
（長久保小学校区）

はちまん 51.58 619 51.58 69 0.75

13
第二はちまんクラブ
（長久保小学校区）

第２はちまん 34.08 409 34.08 24 1.42

たんていＡ 47.67 572

たんていＢ 44.42 533

813.42 9,761計

14
たんていクラブA、

たんてい小規模児童クラブ
（南小学校区）※2

92.09 69 1.33

9
第二つくしんぼクラブ
（藤小学校区）

85.33 63 1.35

7
なかよしクラブ、

なかよし小規模児童クラブ
（鶴ヶ島第一小学校区）

94.17 74 1.27

2
ありんこクラブ
（杉下小学校区）

93.00 58 1.60

施設名

1
どんぐりクラブ、

どんぐり小規模児童クラブ
74.08 101 0.73
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15）児童館 

平成 30（2018）年度における市全体の児童館入館者数は、延べ 106,301 人となっており、

各施設の内訳を見ると、上広谷児童館が 33,357 人（全体の 31.4％）、西児童館が 33,051 人

（31.1％）、大橋児童館が 24,684 人（23.2％）、脚折児童館が 15,209 人（14.3％）の順とな

っています。 

児童館の年間利用者数の推移は、施設により異なる傾向を示しており、上広谷児童館は減

少、西児童館は増加、脚折児童館・大橋児童館は横ばいの傾向にあります。（図２－50） 

 

図２－50 児童館の年間入館者数の推移 

16）新町住宅 

平成 25（2013）年度から平成 30（2018）年度における新町住宅の総戸数（年間）は、348

戸（29 戸×12 か月）で、同期間の入居率は、90％後半で推移しており、高い入居率となって

います。（表２－20・図２－51） 

表２－20 新町住宅の入居率 

 

 

図２－51 新町住宅の入居率 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

入居戸数 337 345 339 346 341 337

総戸数 348 348 348 348 348 348

入居率 96.8% 99.1% 97.4% 99.4% 97.9% 96.8%
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17）庁舎 

平成 28（2016）年から平成 30（2018）年における庁舎東側・西側入口の自動ドアの開閉回

数から年間来庁者人数（職員出入りを含む）を算出すると、平成 30（2018）年における延べ

来庁者数は 135,250 人と算出されます。平成 28（2016）年から平成 30（2018）年までは、

132,625 人から 135,250 人と、わずかに増加しています。（図２－52） 

 

図２－52 来庁者人数 

※自動ドアの開閉回数をもとに算出（各年の集計期間は１月～12月の 12 か月間） 

 

18）若葉駅前出張所 

若葉駅前出張所の利用者は、平成 26（2016）年度から毎年、増加傾向であり、平成 30（2018）

年度の証明書交付等の総利用者数は、18,620 人となっており、すべての利用目的で増加傾向

となっています。（表２－21・図２－53） 

表２－21 若葉駅前出張所の利用状況の推移 

 

 

図２－53 若葉駅前出張所の利用状況の推移グラフ 

132,625 132,125
135,250

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

140,000

平成28年 平成29年 平成30年

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

証明書交付等 9,623 11,181 11,800 12,307 12,326

印鑑登録事務 225 262 288 349 365
旅券申請・受付 1,604 3,504 3,957 4,002 4,119

申請書受付等 1,223 1,585 1,497 1,662 1,810

計 12,675 16,532 17,542 18,320 18,620
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（２）諸室等ごとの稼働率 

１）東市民センター 

表２－22及び図２－54に示す東市民センターの諸室別・時間帯別の稼働率は、次のとおり

です。 

・諸室別の平均稼働率は、アリーナ総合や集会室が 50％前後となっている一方で、観客席、

ステージ、談話室、陶芸窯、調理実習室は 20％未満となっています。 

・時間帯別には、10時～12 時の午前利用、13 時～16 時の昼から夕方にかけてアリーナ総合、

集会室、学習室、和室の利用が多くなり、ピーク時には 80％を超える稼働率の諸室もあり

ます。 

・観客席、ステージ、陶芸窯、調理実習室は比較的時間帯による稼働率の変動は小さくなっ

ています。 

 

表２－22 東市民センターの諸室別稼働率 

 

 

 

図２－54 東市民センターの時間帯別・諸室別稼働率 

 

  

東市民センター
平均

稼働率
ピーク時
稼働率

アリーナ総合 50.6% 78.1%
ステージ 15.0% 20.9%
観客席 12.9% 19.1%
調理実習室 18.5% 33.3%
集会室 44.5% 78.4%
第二集会室 38.8% 75.0%
和室 39.9% 87.9%
学習室 29.8% 63.6%
談話室 17.3% 40.8%
ボランティアビューロ 23.4% 47.3%
講師控室 33.0% 56.9%
陶芸窯 17.3% 18.6%
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２）西市民センター 

表２－23及び図２－55に示す西市民センターの諸室別・時間帯別の稼働率は、次のとおり

です。 

・諸室別の平均稼働率は、集会室（フロア）が 62.4％となっており、その他の諸室は概ね 20％

～40％となっていますが、講師控室、保育室は 10％未満となっています。 

・時間帯別には、10 時～12 時の午前利用、13 時～16 時の昼から夕方にかけて集会室（フロ

ア）、団体活動室、学習室、実習室、視聴覚室等の利用が多くなっています。 

・集会室（フロア）のみ 18 時以降も利用が増え、19 時にピークを迎え、80％超の稼働率とな

っています。 

・保育室、第１学習室、陶芸窯は比較的時間帯による稼働率の増減が小さくなっています。

この内、保育室は、施設予約システムによる利用以外で、着替えや授乳、控室等、空いて

いる時間帯に一時的な利用があります。 

 

表２－23 西市民センターの諸室別稼働率 

 

 

 

図２－55 西市民センターの時間帯別・諸室別稼働率 

西市民センター
平均

稼働率
ピーク時
稼働率

集会室（フロア） 62.4% 80.5%

集会室（ステージ） 36.3% 54.4%
視聴覚室 29.7% 52.3%
実習室 30.5% 62.4%
和室 25.1% 40.8%
調理実習室 23.2% 18.9%
第１学習室 36.2% 61.7%
第２学習室 30.3% 45.6%

第３学習室 30.0% 53.7%
団体活動室 26.7% 50.3%

講師控室 8.1% 11.4%
保育室 7.8% 11.4%

陶芸窯 23.1% 23.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

集会室（フロア） 集会室（ステージ） 視聴覚室 実習室

和室 調理実習室 第１学習室 第２学習室

第３学習室 団体活動室 講師控室 保育室

陶芸窯



63 

３）南市民センター 

表２－24及び図２－56に示す南市民センターの諸室別・時間帯別の稼働率は、次のとおり

です。 

・諸室別の平均稼働率は、集会室（フロア）が 58.8％となっており、その他の諸室は概ね 40％

程度となっていますが、団体活動室、保育室、陶芸窯は 10％前後と低くなっています。な

お、陶芸窯は平成 30 年７月から故障しているため、低稼働となっています。 

・時間帯別には、10 時～12 時の午前利用、13 時～16 時の昼から夕方にかけて集会室（フロ

ア）、視聴覚室、学習室、和室、展示室、集会室（ステージ）の利用が多くなっています。 

・夕方以降は全体的に利用が少なくなります。 

・団体活動室、保育室、陶芸窯は比較的時間帯による稼働率の増減が小さくなっています。

この内、保育室は、施設予約システムによる利用以外で、着替えや授乳、控室等、空いて

いる時間帯に一時的な利用があります。 

 

表２－24 南市民センターの諸室別稼働率 

 

 

 
図２－56 南市民センターの時間帯別・諸室別稼働率 

  

南市民センター
平均

稼働率
ピーク時
稼働率

集会室（フロア） 58.8% 83.6%

集会室（ステージ） 46.9% 55.3%
視聴覚室 49.5% 71.1%
学習室 46.1% 75.7%
和室 40.5% 77.6%
実習室 34.8% 61.6%
展示室 37.8% 63.6%
団体活動室 15.2% 19.2%

保育室 8.6% 9.3%
陶芸窯 2.7% 3.3%
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４）北市民センター 

表２－25及び図２－57に示す北市民センターの諸室別・時間帯別の稼働率は、次のとおり

です。 

・諸室別の平均稼働率は、陶芸窯、集会室（フロア）が 60％近くとなっており、その他の諸

室は 30％～40％程度の諸室が多くなっています。 

・時間帯別には、10 時～12 時の午前利用、13 時～16 時の昼から夕方にかけて、集会室（フ

ロア）、和室、学習室、実習室の利用が多くなっています。集会室（フロア）のみ 19 時以

降も利用が増え、19 時にピークを迎え、80％超の稼働率となっています。 

・陶芸窯は 58.3％と高い稼働率を維持しています。 

・調理実習室は、時間帯に関係なく低稼働となっています。 

 

表２－25 北市民センターの諸室別稼働率 

 

 

 
図２－57 北市民センターの時間帯別・諸室別稼働率 

 

  

北市民センター
平均

稼働率
ピーク時
稼働率

集会室（フロア） 56.9% 81.8%

集会室（ステージ） 37.0% 58.3%
和室 37.3% 64.1%
学習室 39.5% 68.9%
調理実習室 7.2% 12.3%
実習室 25.1% 57.4%
視聴覚室 34.9% 64.1%
陶芸窯 58.3% 58.3%
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５）大橋市民センター 

表２－26及び図２－58に示す大橋市民センターの諸室別・時間帯別の稼働率は、次のとお

りです。 

・諸室別の平均稼働率は、集会室（フロア）、陶芸窯が 60％を超え、その他の諸室は 40％前

後が多くなっています。 

・稼働率が 30％未満の諸室はなく、他の市民センターと比較しても、稼働率の高い施設です。 

・時間帯別には、10 時～12 時の午前利用、13 時～16 時の昼から夕方にかけて、集会室（フ

ロア）、第１学習室、第２学習室、第３学習室、視聴覚室等の利用が多くなっています。 

・集会室（フロア）のみ 19 時以降も利用が増えています。 

 

表２－26 大橋市民センターの諸室別稼働率 

 

 

 

図２－58 大橋市民センターの時間帯別・諸室別稼働率 

 

  

大橋市民センター
平均

稼働率
ピーク時
稼働率

集会室（フロア） 66.8% 88.0%

集会室（ステージ） 34.1% 47.1%
調理実習室 35.9% 43.1%
視聴覚室 48.5% 63.9%
和室 47.2% 61.6%
実習室 43.0% 58.4%
第１学習室 44.6% 72.3%
第２学習室 47.0% 70.6%
第３学習室 38.4% 70.3%
陶芸窯 60.2% 60.5%
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６）富士見市民センター 

表２－27及び図２－59に示す富士見市民センターの諸室別・時間帯別の稼働率は、次のと

おりです。 

・諸室別の平均稼働率は、集会室（フロア）、第１学習室、第２学習室、第３学習室が 50％前

後の稼働率となっており、その他の諸室は 30％台が多いですが、保育室は 12.6％、陶芸窯

は 4.7％と低くなっています。 

・陶芸窯の稼働率が低い要因として、電気式の陶芸窯が老朽化しており、外気温の高い夏場

に、故障防止のため利用を一部制限している点などが影響しているものと考えられます。 

・時間帯別には、10 時～12 時の午前利用、13 時～16 時の昼から夕方にかけて、集会室（フ

ロア）、第１学習室、第２学習室、第３学習室の利用が多くなっています。 

・集会室（フロア）や第３学習室は夕方以降も稼働率が 50％程度になる時間帯があります。

陶芸窯や保育室は比較的時間帯による稼働率の増減が小さくなっています。この内、保育

室は、施設予約システムによる利用以外で、着替えや授乳、控室等、空いている時間帯に

一時的な利用があります。 

 

表２－27 富士見市民センターの諸室別稼働率 

 

 

 

図２－59 富士見市民センターの時間帯別・諸室別稼働率 

富士見市民センター
平均

稼働率
ピーク時
稼働率

集会室（フロア） 59.0% 83.3%

集会室（ステージ） 36.3% 51.7%
実習室 31.0% 64.2%
和室 30.6% 61.0%
第１学習室 49.8% 87.7%
第２学習室 50.7% 90.2%
第３学習室 57.4% 89.4%
第４学習室 31.1% 64.4%
保育室 12.6% 28.2%
陶芸窯 4.7% 5.0%
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７）女性センター 

表２－28及び図２－60に示す女性センターの諸室別・時間帯別の稼働率は、次のとおりで

す。 

・諸室別の平均稼働率は、軽運動室が 50％を超えており、その他の諸室は第一講習室、第二

講習室と託児室が 20％台、サークル室、和室、料理実習室は 10％前後となっています。 

・時間帯別には、13 時～16 時の昼から夕方にかけて、軽運動室、講習室、託児室の利用が多

くなっています。 

・夕方以降は全体的に利用が少なくなります。 

・ホール、料理実習室、サークル室、和室は比較的時間帯による稼働率の増減が小さくなっ

ています。 

 

表２－28 女性センターの諸室別稼働率 

 

 

 

図２－60 女性センターの時間帯別・諸室別稼働率 
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和室 8.5% 13.4%
第一講習室 25.4% 44.3%
第二講習室 25.1% 46.2%
サークル室 11.5% 16.8%
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８）農業交流センター 

表２－29及び図２－61に示す農業交流センターの諸室別・時間帯別の稼働率は、次のとお

りです。 

・諸室別の平均稼働率は、研修室（1）、研修室（2）が約 30％、農産加工室が約 15％、会議

室が約 10％となっています。 

・時間帯別には、研修室（1）、研修室（2）が 10 時～12 時の午前利用がピークとなっており、

70％程度です。 

・夕方以降は全体的に利用が少なくなります。 

・会議室、農産加工室は比較的時間帯による稼働率の増減が小さくなっています。 

 

表２－29 農業交流センターの諸室別稼働率 

 

 

 

図２－61 農業交流センターの時間帯別・諸室別稼働率 

  

農業交流センター
平均

稼働率
ピーク時
稼働率

研修室（１） 30.5% 71.4%

研修室（２） 31.8% 72.3%
会議室 10.2% 27.5%
農産加工室 15.5% 26.6%
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９）中央図書館 

表２－30及び図２－62に示す中央図書館の諸室別・時間帯別の稼働率は、次のとおりです。 

・諸室別の平均稼働率は、展示室１、展示室２が 30％強となっているほか、視聴覚室１、視

聴覚室２はそれぞれ 20％、グループ室は 5.9％となっています。 

・録音編集室は 1.4％と非常に低くなっています。 

・時間帯別には、全ての施設で時間帯による稼働率の増減が小さくなっています。 

 

表２－30 中央図書館の諸室別稼働率 

 

 

 
図２－62 中央図書館の時間帯別・諸室別稼働率 

 

  

中央図書館
平均

稼働率
ピーク時
稼働率

録音編集室 1.4% 1.9%

視聴覚室１ 20.0% 22.4%
視聴覚室２ 20.0% 22.4%
展示室１ 32.7% 33.8%
展示室２ 32.7% 33.8%
グループ室 5.9% 18.6%
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10）鶴ヶ島海洋センター 

表２－31及び図２－63に示す鶴ヶ島海洋センターの諸室別・時間帯別の稼働率は、次のと

おりです。 

・諸室別の平均稼働率は、アリーナが年平均で 59.8％、ミーティングルームは 19.7％となっ

ています。 

・時間帯別には 10 時～12 時の午前利用がピークとなり、90％近くの稼働があります。その

後、利用は落ち込みますが、アリーナの利用は 17時以降から増え、19 時には午前利用と同

等の稼働率となります。 

 

表２－31 鶴ヶ島海洋センターの諸室別稼働率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２－63 鶴ヶ島海洋センターの時間帯別・諸室別稼働率 

  

鶴ヶ島海洋センター
平均

稼働率
ピーク時
稼働率

アリーナ 59.8% 87.5%
ミーティングルーム 19.7% 34.3%
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（３）主用途以外の利用の状況 

平成 25（2013）年５月 13日から同年６月 12日までの各施設の共用部(ロビー等)の利用内

容は、サークル活動関係による休憩や打ち合わせ、活動終了後の談話等の利用、子供の遊び

や勉強の場としての利用が多くなっています。 

その他利用としては、いずれの施設も読書や打ち合わせ、食事、談話などの利用が多くな

っています。 

なお、平成 25（2013）年の調査結果では、各施設の管理者に確認したところ、共用部(ロビ

ー等)の利用者数や利用者の世代割合や利用目的については、現在も概ね変わりはないようで

す。（図２－64） 

各施設の共用部（ロビー等）の利用者数は、南市民センターが最も多く 1,691 人、次いで

西市民センター1,425 人、鶴ヶ島海洋センター1,297 人など、５つの施設で 1,000 人を超えて

います。 

利用者の世代割合を「20 歳未満」「20 歳以上 60 歳未満」「60 歳以上」の３区分で見ると、

富士見市民センターや大橋市民センターでは 20歳未満が７割近くを占め、東市民センターや

西市民センターでも 50％以上となっています。 

一方、北市民センターや南市民センターでは 60歳以上が 60％以上となっています。 

また、女性センターでは唯一 20 歳～60 歳未満の世代割合が 50％以上となっており、施設

によって、利用者の世代構成割合に違いが見られます。（図２－65） 

 

（平成 25（2013）年５月 13 日から６月 12日まで） 

 

 （鶴ヶ島市公共施設等総合管理計画作成時調査資料より） 

図２－64 各施設の共用部（ロビー等）の利用内容と利用者数 
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（平成 25（2013）年５月 13 日から６月 12日まで） 

 

（鶴ヶ島市公共施設等総合管理計画作成時調査資料） 

図２－65 各施設の共用部（ロビー等）の世代別利用者数とその割合 
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２－２－７．建物老朽化状況（施設総合劣化指数） 

公共施設の部位・施設別の劣化状況（耐用年数の超過状況）を把握することにより、公共施

設の再配置において、配置後の改修等の必要性及び優先度の判断材料とします。 

 

 
 

（１）施設別の平均劣化指数 

保全計画に基づき、保全対象部位ごとに耐用年数の経過状況を数値化し、部位別劣化指標

により建物の老朽化状況を把握します。 

なお、部位別劣化指数は、保全対象部位の耐用年数経過具合を表す指標（経過年数÷耐用

年数）です。 

部位別劣化指数が、1.0 未満の場合は耐用年数に到達しておらず、1.0 で耐用年数到達を表

します。 

なお、1.0 を超過した場合は、耐用年数を超過し、かつ、数値が大きいほど劣化が著しくな

っていることを表しています。 

これを踏まえ、令和３（2021）年４月１日時点における施設別の建築平均劣化指数と設備

平均劣化指数を算出しました。さらに、建築平均劣化指数と設備平均劣化指数の平均値を施

設総合劣化指数とし、建物老朽状況を示しています。（表２－32） 

 

表２－32 平均劣化指数の設定 

指標 考え方 

建築平均劣化指数 施設の躯体、建築部位（仕上げ・防水・塗装）の部位別劣化指数の平均値 

設備平均劣化指数 
施設の設備部位（キュービクル・空調機器・受水槽・浄化槽・給水管・排
水管・火災報知器・消火機器など）の部位別劣化指数の平均値 

施設総合劣化指数 施設の建設平均劣化指数・設備平均劣化指数の平均値 

 

（２）施設総合劣化指数の順位 

全体的に施設総合劣化指数は 1.0 を超える施設が多く、特に学校体育館・校舎は総合劣化

指数が高い施設が多くなっています。市民センターにおいても、東市民センター、南市民セ

ンター、北市民センターは比較的総合劣化指数が高くなっています。 

なお、改修を行うと総合劣化指数が低くなります。（表２－33） 

  

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題９－ 

校舎・体育館、一部の市民センターで劣化指数が高い施設があり、改修等の実施が必要です 
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表２－33 施設総合劣化指数の順位 

 

  

施設名 施工年
経過
年数

建築
平均劣化指数

設備
平均劣化指数

施設
総合劣化指数

藤中学校体育館 S54 42 1.75 1.56 1.65

藤小学校体育館 S59 37 1.65 1.51 1.58

南小学校体育館 S61 35 1.61 1.52 1.56

杉下小学校校舎 S54 42 1.63 1.45 1.54

東市民センター・図書館東分室 S56 40 1.48 1.52 1.50

鶴ヶ島海洋センター S56 40 1.33 1.60 1.47

新町小学校校舎 S53 43 1.68 1.19 1.43

南市民センター・図書館南分室 S59 37 1.54 1.30 1.42

西中学校体育館 S61 35 1.40 1.43 1.42

鶴ヶ島第二小学校校舎 S44 52 1.65 1.17 1.41

北市民センター・図書館北分室・脚折児童館 S60 36 1.29 1.37 1.33

長久保小学校校舎 S55 41 1.33 1.33 1.33

南中学校体育館 S61 35 1.46 1.12 1.29

富士見中学校校舎 S55 41 1.16 1.35 1.25

鶴ヶ島第二小学校体育館 S48 48 0.52 1.96 1.24

障害者生活介護施設 H1 32 1.25 1.23 1.24

鶴ヶ島中学校体育館 S46 50 0.47 2.00 1.24

上広谷児童館 S62 34 1.33 1.14 1.23

南中学校校舎 S60 36 1.40 1.06 1.23

鶴ヶ島第一小学校校舎 S44 52 1.45 0.98 1.22

富士見中学校体育館 S55 41 0.61 1.78 1.19

老人福祉センター S54 42 1.13 1.21 1.17

杉下小学校体育館 S54 42 0.57 1.72 1.14

新町小学校体育館 S53 43 0.59 1.64 1.11

女性センター S63 33 0.96 1.23 1.09

栄小学校校舎 S55 41 0.59 1.59 1.09

長久保小学校体育館 S56 40 0.52 1.64 1.08

富士見市民センター・図書館富士見分室 S62 34 1.48 0.68 1.08

栄小学校体育館 S55 41 0.47 1.61 1.04

農業交流センター H10 23 1.06 0.98 1.02

鶴ヶ島中学校校舎 S52 44 0.56 1.44 1.00

鶴ヶ島第一小学校体育館 S48 48 0.90 1.05 0.97

保健センター・教育センター H4 29 0.98 0.96 0.97

藤小学校校舎 S58 38 0.57 1.27 0.92

藤中学校校舎 S54 42 0.55 1.25 0.90

南小学校校舎 S60 36 0.56 1.20 0.88

西中学校校舎 S60 36 0.67 1.01 0.84

大橋市民センター・図書館大橋分室・大橋児童館 H3 30 0.87 0.80 0.84

鶴ヶ島保育所・発育支援センター H10 23 0.81 0.78 0.80

庁舎 H2 31 0.66 0.85 0.75

西市民センター・図書館西分室・西児童館 H14 19 0.55 0.80 0.68

中央図書館 H8 25 0.41 0.84 0.63

学校給食センター H25 8 0.21 0.32 0.27

富士見保育所 H27 6 0.24 0.26 0.25



75 

２－２－８．借地状況 

公共施設における借地の状況と市が支払う借地料を把握することで、公共施設の再配置にお

いて、市の財政負担の軽減についての判断材料とします。 

 

 

 

（１）借地の状況 

対象施設の施設用地の状況は、令和２（2020）年３月 31日現在、全体面積 515,071 ㎡、そ

の内、借地が 109,645 ㎡で約 21.3％を占めています。 

種別ごとの借地割合は、学校教育施設が約 16.7％にあたる 18,355 ㎡、地域コミュニティ

等施設が約 29.5％にあたる 32,311 ㎡、学習施設が約 3.1％にあたる 3,399 ㎡、健康保健施設

が約 7.5％にあたる 8,249 ㎡、福祉施設が約 21.6％にあたる 23,196 ㎡、庁舎等は約 22.0％

にあたる 24,136 ㎡となっており、土地・建物の年間の賃借料の総額は約 9,460 万円です。（表

２－34） 

 

表２－34 借地の状況（１／２） 

(令和２（2020）年３月 31 日現在) 

 
※表１－２対象施設の一覧の敷地面積には、建物敷地外の駐車場、市民農園は記載されていません。 

※市民農園は個別利用実施計画の対象施設ではありませんが、農業交流センターに付随する敷地として借地面積に

算入しています。 

敷地面積 駐車場面積 合計 敷地分 駐車場分 合計

1 鶴ヶ島第一小学校校舎

鶴ヶ島第一小学校体育館

2 鶴ヶ島第二小学校校舎

鶴ヶ島第二小学校体育館

3 新町小学校校舎

新町小学校体育館

4 杉下小学校校舎

杉下小学校体育館

5 長久保小学校校舎

長久保小学校体育館

6 栄小学校校舎

栄小学校体育館

7 藤小学校校舎

藤小学校体育館

8 南小学校校舎

南小学校体育館

9 鶴ヶ島中学校校舎

鶴ヶ島中学校体育館

10 藤中学校校舎

藤中学校体育館

11 富士見中学校校舎

富士見中学校体育館

12 西中学校校舎

西中学校体育館

13 南中学校校舎

南中学校体育館

14 学校給食センター 6,715 0 6,715 0 0 0 0.00% 0

15 教育センター 295 189 483 0 189 189 39.03% 126,771

16 東市民センター 4,236 1,605 5,840 0 1,605 1,605 27.47% 1,213,040

17 西市民センター 3,195 969 4,164 0 969 969 23.27% 1,259,835

18 南市民センター 1,860 1,056 2,916 1,860 1,056 2,916 100.00% 2,015,831

19 北市民センター 2,768 0 2,768 2,768 0 2,768 100.00% 1,524,431

20 大橋市民センター 2,632 1,338 3,970 0 435 435 10.96% 274,248

21 富士見市民センター 2,120 841 2,961 0 841 841 28.41% 2,178,795

22 女性センター 3,242 856 4,098 2,308 856 3,164 77.21% 2,126,472

農業交流センター 6,014 0 6,014 0 0 0 0.00% 0

（市民農園） 18,427 1,185 19,612 18,427 1,185 19,612 100.00% 2,558,924

24 市民活動推進センター 159 0 159 ー ー ー ー ー

No.

23

地域コ
ミュニ
ティ等
施設

21,048 0 21,048 0

種別 施設名称
施設面積　㎡ 借地面積　㎡

25,227

0

24,707 0

23,381 0000

24,186

20,995

32,343

20,995

23,501

24,186

比率 賃借料(年) 円

29.05% 4,221,2647,328

00.00%0

0.00% 0

00

24,175,919

023,501

0.00%

0 0 0.00%

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00%

21,992

0

0 0 0 0.00%

0

0 0

0

24,707

学校教育
施設

0

000

32,343

010,8390

021,992

31,714

21,507 50.39%

00.00%

07,328

00

21,507

23,381

25,227

10,839

24,099

34,907

0

0 0.00%

0

0

0.00%

31,714

0

0

00.00%

00 0

00.00%

34,907

24,099 0 0 0

0

0

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題 10－ 

多額の借地料が発生している施設があり、財政負担が大きくなっています 
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表２－34 借地の状況（２／２） 

(令和２（2020）年３月 31 日現在) 

 
※「市民活動推進センター・若葉駅前出張所（民間商業施設建物内賃貸借施設）」、「第二はちまんクラブ（民間住

宅賃貸借施設）」、「新町住宅（県住宅供給公社建物土地賃貸借施設）」は、市有の建物・土地ではない施設である

ため、借地面積を除いています。 

※同一敷地内もしくは併設建物にある施設の各面積及び賃借料は、延床面積により按分して算出しています。 

※「どんぐりクラブ」、「ありんこクラブ」の敷地の賃借料は、学校の賃借料に含まれています。 

※「つくしんぼクラブ」は、令和２(2020)年 11 月に藤小学校の敷地内に建替えを実施し、令和３(2021)年３月末

をもって借地を返還する予定であるため、最新の状況（令和３(2021)年３月 31 日時点）の記載としています。 

※「文化財整理室の３施設」は、旧庁舎の敷地面積に参入しています。 

敷地面積 駐車場面積 合計 敷地分 駐車場分 合計

25 中央図書館 11,212 1,408 12,620 1,086 1,408 2,494 19.76% 1,466,472

26 図書館東分室 223 84 307 0 84 84 27.47% 63,844

27 図書館西分室 499 151 651 0 151 151 23.27% 196,849

28 図書館南分室 207 117 324 207 117 324 100.00% 223,981

29 図書館北分室 160 0 160 160 0 160 100.00% 88,373

30 図書館大橋分室 486 247 733 0 80 80 10.96% 50,630

31 図書館富士見分室 262 104 366 0 104 104 28.41% 269,289

32 龍蛇ふる里会館 360 0 360 0 0 0 0.00%

33 鶴ヶ島海洋センター 10,061 0 10,061 6,723 0 6,723 66.82% 14,433,852

34 保健センター 2,384 1,526 3,910 0 1,526 1,526 39.03% 1,025,697

35 鶴ヶ島保育所 2,012 0 2,012 0 0 0 0.00% 0

36 富士見保育所 2,990 0 2,990 0 0 0 0.00% 0

37 老人福祉センター 13,258 0 13,258 13,258 0 13,258 100.00% 5,332,739

38 障害者生活介護施設 6,530 0 6,530 6,530 0 6,530 100.00% 2,626,573

39 発育支援センター 503 0 503 0 0 0 0.00% 0

40
どんぐりクラブ
（鶴ヶ島第二小学校区）

328 0 328 0 0 0 0.00% 0

41
どんぐり小規模児童クラブ

（鶴ヶ島第二小学校区）
217 0 217 109 0 109 50.40% 244,201

42
ありんこクラブ
（杉下小学校区）

990 0 990 0 0 0 0.00% 0

43
第二ありんこクラブ
（杉下小学校区）

659 0 659 0 0 0 0.00% 0

44
ひまわりクラブＡ
（新町小学校区）

300 91 390 0 91 91 23.27% 118,110

45
ひまわりクラブＢ
（新町小学校区）

1,779 0 1,779 0 0 0 0.00% 0

46
ひまわりクラブＣ

（新町小学校区）
1,808 0 1,808 0 0 0 0.00% 0

47
なかよしクラブ
（鶴ヶ島第一小学校区）

903 0 903 0 0 0 0.00% 0

48
なかよし小規模児童クラブ
（鶴ヶ島第一小学校区）

79 0 79 0 0 0 0.00% 0

49
つくしんぼクラブ
（藤小学校区）

464 0 464 0 0 0 0.00% 0

50
第二つくしんぼクラブ
（藤小学校区）

486 0 486 0 0 0 0.00% 0

51
つばきやまクラブ
（栄小学校区）

1,042 0 1,042 1,042 0 1,042 100.00% 756,048

52
もみじやまクラブ
（栄小学校区）

626 0 626 626 0 626 100.00% 449,784

53
はちまんクラブ
（長久保小学校区）

751 0 751 0 0 0 0.00% 0

54
はちまん小規模児童クラブ

（長久保小学校区）
83 0 83 0 0 0 0.00% 0

55
第二はちまんクラブ
（長久保小学校区）

331 0 331 ー ー ー ー ー

56
たんていクラブA
（南小学校区）

934 0 934 0 0 0 0.00% 0

57
たんてい小規模児童クラブ

（南小学校区）
104 0 104 0 0 0 0.00% 0

58
たんていクラブB
（南小学校区）

692 0 692 0 0 0 0.00% 0

59 西児童館 998 303 1,301 0 303 303 23.27% 393,698

60 脚折児童館 1,083 0 1,083 1,083 0 1,083 100.00% 596,516

61 大橋児童館 931 474 1,405 0 154 154 10.96% 97,042

62 上広谷児童館 1,678 0 1,678 0 0 0 0.00% 0

市営住宅 63 新町住宅 1,955 0 1,955 ー ー ー ー ー

64 庁舎 25,983 6,768 32,751 17,368 6,768 24,136 73.70% 24,489,372

65 若葉駅前出張所 ― ー ー ー ー ー ー ー

66
文化財整理室第一分室
(事務室等)

― ー ー ー ー ー ー ー

67
文化財整理室第二分室
(作業室等)

― ー ー ー ー ー ー ー

68
文化財整理室第三分室(資
料展示庫)

― ー ー ー ー ー ー ー

69 旧第一学校給食センター 3,278 0 3,278 0 0 0 0.00% 0

70 旧第二学校給食センター 2,765 0 2,765 0 0 0 0.00% 0

71
旧鶴ヶ島市ふれあいセン
ター

4,250 0 4,250 0 0 0 0.00% 0

72 旧庁舎 7,471 0 7,471 0 0 0 0.00% 0

73 旧若葉駅自転車駐車場 375 0 375 0 0 0 0.00% 0

495,759 19,312 515,071 91,722 17,923 109,645 21.29% 94,598,600

種別 No. 施設名称
施設面積　㎡ 借地面積　㎡

比率 賃借料(年) 円

合計

庁舎等

普通財産

福祉施設

健康保健
施設

学習施設
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２－２－９．資産運用の可能性 

公共施設の敷地、建物、未利用地の資産活用の可能性を探り、市にとって資産活用効果（売

却益、賃料、施設使用料、事業収益性等）の高い施設を把握することで、公共施設の再配置に

おいて、市の財政負担の軽減についての判断材料とします。 

 

 

 

（１）本市において資産活用の可能性が高い立地条件 

本市は、東京都心のベッドタウンとしての役割を果たしています。 

一般的に、民間事業における需要・収益性を用途・立地面で見ると、高い売上が期待され

るロードサービス型店舗に対しては土地価格に対して高水準の地代が期待されるものの、住

居やオフィスでは地価水準や賃料水準が低いと考えられます。 

しかし、２つのインターチェンジがある本市では、関越自動車道、首都圏中央連絡道路に

よる広域アクセスの利便性を活かし、工場や物流などの需要も考えられます。これらの施設

では、大型車両の出入りができる接道と、まとまった敷地規模が必要です。 

以上より、本市において資産価値が高い施設は、「①インターチェンジ近傍」「②幹線道路

沿道」であることが考えられます。また、「③鉄道駅からの徒歩圏内」では、良質で低廉な住

宅の供給が期待でき、市内への定住を促進する住宅用地としての資産活用が可能と考えられ

ます。 

 

  

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題 11－ 

資産活用の可能性が高い施設であるか判断し、その有効活用を考えて再配置を検討 

する必要があります 
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（２）資産活用の可能性の高い対象施設 

本市では、鶴ヶ島駅と若葉駅に隣接する商業地域や近隣商業地域を除き、駅周辺は概ね住

居系の用途地域となっています。また、関越自動車道や首都圏中央連絡道路のインターチェ

ンジ周辺は、工業地域や準工業地域であり、物流・流通施設が立地しています。 

これに資産価値の活用性の高い施設の位置を重ね合わせると、鉄道駅から徒歩圏内に立地

する施設は、住居系用途地域か市街化調整区域に立地しています。（図２－66・表２－35） 

 

 

図２－66 資産価値が高い立地施設の位置 
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表２－35 資産価値の活用の可能性が高い施設 

 
※敷地面積には、学童保育室分の敷地面積を含みます。 

施設名称
敷地面積

(㎡)
延べ床面積

(㎡)

対象地か
らの直線

距離

用途地域 資産活用価値の考察

鶴ヶ島第二小学校校舎 6,376.00

鶴ヶ島第二小学校体育館 1,075.00

南市民センター 1,860.48 1,367.02

図書館南分室 206.72 149.34

鶴ヶ島海洋センター 10,060.68 1,102.28 約870m 第一種住居地域
駅から鶴ヶ島駅前通りによりアクセスでき、敷
地規模も大きいので活用しやすい。

富士見中学校校舎 5,539.00

富士見中学校体育館 970.00

上広谷児童館 1,677.79 396.00 約380m（市街化調整区域）
若葉駅からは近いが、市街化調整区域であり、
敷地・施設規模も小さいため、資産価値は低い
と考えられる。

栄小学校校舎 6,266.00

栄小学校体育館 1,140.00

富士見保育所 2,989.74 1,092.46 約760m

杉下小学校校舎 5,604.00

杉下小学校体育館 970.00

藤中学校校舎 6,729.00

藤中学校体育館 1,922.00

西中学校校舎 5,968.00

西中学校体育館 1,464.00

図書館西分室 499.20 291.94

西市民センター 3,194.88 1,837.80

西児童館 998.40 563.69

新町小学校校舎 5,586.00

新町小学校体育館 955.00

保健センター 2,383.96 1,411.80 約0ｍ

発育支援センター 503.00 266.68 約0ｍ

女性センター 3,241.86 1,799.66 約100ｍ

鶴ヶ島保育所 2,011.99 1,046.49 約0ｍ

鶴ヶ島第一小学校校舎 6,000.00

鶴ヶ島第一小学校体育館 850.00

老人福祉センター 13,257.61 1,069.51

障害者生活介護施設 6,529.87 519.56

学校給食センター 6,715.16 3,529.54 約600m

市街化調整区域であるがインターチェンジに近
く、近隣と同様、物流などの需要が考えられ
る。将来の市街化区域編入により、資産価値が
高まることも想定される。

24,099.00

（市街化調整区域）

（市街化調整区域）

第二種中高層
住居専用地域

第一種中高層
住居専用地域

約950m

約850m

約600m

（市街化調整区域）

34,907.00

市街化調整区域であるが、インターチェンジか
らのアクセスがよい。借地の買取りを前提とし
て、将来の市街化区域編入や、一体的な利用に
より資産価値が高まることも想定される。

高
速
道
路
等

圏央鶴ヶ
島イン
ターチェ
ンジ

一般県道
川越越生
線

幹
線
道
路
の
沿
道

約850m

一般県道川越越生線沿道に４施設が固まって立
地しており、一体的な利用も考慮することで、
ロードサイド型施設としての活用も考えられ
る。

（市街化調整区域）

（市街化調整区域）

21,048.00
施設・敷地規模も大きいため、周辺住民の生活
環境を阻害しない範囲で店舗立地などへの活用
が考えられる。

第一種中高層
住居専用地域

約0m

鶴ヶ島駅から徒歩圏内で住宅地内に位置し、敷
地面積も広いため、住宅（戸建・集合）に適す
る立地と考えられる。

鶴ヶ島駅からは徒歩圏内であるが、市街化調整
区域であり、資産価値は低いと考えられる。

駅からやや距離のある住宅地内にあり、施設・
敷地規模も小さいため戸建住宅としての活用が
考えられる。

23,381.00

約800m

約850m
駅からやや距離があり、施設・敷地規模も大き
いが、住宅地内にあるため住宅（戸建・集合）
や福祉施設としての活用が考えられる。

駅や商業施設（ワカバウォーク）にも近いため
生活利便性が高い。施設・敷地規模は大きい。
住宅（戸建・集合）や福祉施設としての活用が
考えられる。

若葉駅からの徒歩圏で近くに富士見中央近隣公
園もあり生活利便性は高い。住宅（戸建・集
合）や福祉施設としての活用が考えられる。

敷地・施設規模は大きいが、若葉駅と鶴ヶ島駅
のほぼ間に位置する市街化調整区域であり、資
産価値は低いと考えられる。

敷地・施設規模は大きいが、市街化調整区域で
あるため、資産価値は低いと考えられる。

駅周辺の第一種低層住居専用地域の郊外に位置
する市街化調整区域であるため、資産価値は低
いと考えられる。

区分

鶴ヶ島駅

鉄
道
駅
か
ら
の
徒
歩
圏
内

第一種中高層
住居専用地域

一本松駅

第一種中高層
住居専用地域

約700m

約700m

約450m

約760m若葉駅

22,652.00

20,995.26

26,217.22

31,714.00
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（３）土地の売却及び施設除却の費用 

不動産取引価格情報（平成 26（2014）年第一四半期から令和元（2019）年第一四半期）の

実績を基に敷地（市有地）の売却費を設定し、売却する場合の収益や施設の解体・撤去費の

試算を行いました。 

まとまった市有地の売却が行える施設は、収益の効果が期待でき、一方で借地が多い施設

を中心として、売却費で撤去費を賄えない施設もあります。 

そのため、効果的な資産運用により、借地解消のための施設の解体・撤去費を賄う必要が

あります。（表２－36） 

 

表２－36 施設別の土地の売却費（１／２） 

 
※表の№が不連続なのは、借地の状況の表の№と施設名称を使用し、「土地売却費－建物撤去費」順に並べ替えた

ためです。 

(A) (B) (C) (B)-(C)

年間借地料
（千円）

土地売却費
（千円）

建物撤去費
（千円）

土地売却費－建物撤去費
（千円）

11 富士見中学校校舎・体育館 0 3,280,471 260,360 3,020,111

6 栄小学校校舎・体育館 0 3,097,361 296,240 2,801,121

13 南中学校校舎・体育館 0 2,313,681 288,160 2,025,521

8 南小学校校舎・体育館 0 2,264,892 292,600 1,972,292

5 長久保小学校校舎・体育館 0 2,011,424 240,160 1,771,264

3 新町小学校校舎・体育館 0 1,520,639 261,640 1,258,999

10 藤中学校校舎・体育館 0 1,585,527 346,040 1,239,487

72 旧庁舎 0 1,102,135 60,200 1,041,935

1 鶴ヶ島第一小学校校舎・体育館 0 1,219,737 274,000 945,737

9 鶴ヶ島中学校校舎・体育館 0 1,180,571 319,240 861,331

7 藤小学校校舎・体育館 0 1,067,448 234,520 832,928

2 鶴ヶ島第二小学校校舎・体育館 24,176 903,637 298,040 605,597

4 杉下小学校校舎・体育館 4,221 666,873 262,960 403,913

36 富士見保育所 0 441,066 43,680 397,386

12 西中学校校舎・体育館 0 599,591 297,280 302,311

21 富士見市民センター 2,179 312,747 53,400 259,347

23 農業交流センター 0 262,772 30,200 232,572

33 鶴ヶ島海洋センター 14,434 274,874 44,080 230,794

45 ひまわりクラブＢ（新町小学校区） 0 166,594 2,600 163,994

17 西市民センター 1,260 207,786 73,480 134,306

69 旧第一学校給食センター 0 173,510 46,680 126,830

46 ひまわりクラブＣ（新町小学校区） 0 134,566 11,320 123,246

70 旧第二学校給食センター 0 146,386 39,360 107,026

25 中央図書館 1,466 259,061 170,160 88,901

16 東市民センター 1,213 157,815 77,000 80,815

43 第二ありんこクラブ（杉下小学校区） 0 62,489 9,440 53,049

71 旧鶴ヶ島市ふれあいセンター 0 108,729 58,760 49,969

47 なかよしクラブ（鶴ヶ島第一小学校区） 0 52,338 9,080 43,258

59 西児童館 394 64,933 22,520 42,413

53 はちまんクラブ（長久保小学校区） 0 47,713 6,880 40,833

62 上広谷児童館 0 53,177 15,840 37,337

31 図書館富士見分室 269 38,653 6,360 32,293

35 鶴ヶ島保育所 0 73,440 41,840 31,600

34 保健センター 1,026 87,018 56,440 30,578

42 ありんこクラブ（杉下小学校区） 0 36,891 6,560 30,331

32 龍蛇ふる里会館 0 32,898 3,040 29,858

73 旧若葉駅自転車駐車場 0 51,101 26,520 24,581

40 どんぐりクラブ（鶴ヶ島第二小学校区） 0 27,742 6,560 21,182

27 図書館西分室 197 32,466 11,640 20,826

50 第二つくしんぼクラブ（藤小学校区） 0 22,058 6,560 15,498

49 つくしんぼクラブ（藤小学校区） 0 21,093 5,600 15,493

44 ひまわりクラブＡ（新町小学校区） 118 19,480 6,720 12,760

56 たんていクラブ（南小学校区） 0 16,742 6,800 9,942

20 大橋市民センター 274 63,377 54,560 8,817

39 発育支援センター 0 18,360 10,640 7,720

No. 施設名称
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表２－36 施設別の土地の売却費（２／２） 

 
※表の№が不連続なのは、借地の状況の表の№と施設名称を使用し、「土地売却費－建物撤去費」順に並べ替えた

ためです。 

※市有の建物・土地ではない施設である「市民活動推進センター(民間商業施設建物内賃貸借施設)」、「第二はちま

んクラブ(民間住宅賃貸借施設) 」、「新町住宅(ＵＲ都市機構建物土地賃借施設) 」、「若葉駅前出張所(民間商業

施設建物内賃貸借施設) 」は除いています。「文化財整理室の３施設」は旧庁舎の敷地面積に算入しています。 

※撤去費は、「公共施設等の解体撤去事業に関する調査結果（平成 25（2013）年 12 月総務省）」を基に物価上昇分

を考慮し、撤去する建物の延床面積×4.0 万円/㎡で算出しています。 

 

  

(A) (B) (C) (B)-(C)

年間借地料
（千円）

土地売却費
（千円）

建物撤去費
（千円）

土地売却費－建物撤去費
（千円）

58 たんていクラブB（南小学校区） 0 12,401 4,800 7,601

41 どんぐり小規模児童クラブ（鶴ヶ島第二小学校区） 244 9,127 2,760 6,367

26 図書館東分室 64 8,306 3,600 4,706

54 はちまん小規模児童クラブ（長久保小学校区） 0 5,301 760 4,541

15 教育センター 127 10,755 6,760 3,995

48 なかよし小規模児童クラブ（鶴ヶ島第一小学校区） 0 4,551 760 3,791

61 大橋児童館 97 22,425 19,080 3,345

30 図書館大橋分室 51 11,700 10,120 1,580

57 たんてい小規模児童クラブ（南小学校区） 0 1,860 760 1,100

29 図書館北分室 88 0 2,520 -2,520 

52 もみじやまクラブ（栄小学校区） 450 0 3,280 -3,280 

28 図書館南分室 224 0 5,960 -5,960 

51 つばきやまクラブ（栄小学校区） 756 0 6,920 -6,920 

60 脚折児童館 597 0 15,760 -15,760 

38 障害者生活介護施設 2,627 0 20,760 -20,760 

14 学校給食センター 0 120,390 141,160 -20,770 
22 女性センター 2,126 34,089 71,960 -37,871 

19 北市民センター 1,524 0 39,920 -39,920 

37 老人福祉センター 5,333 0 42,760 -42,760 

18 南市民センター 2,016 0 54,680 -54,680 

64 庁舎 24,489 291,447 514,680 -223,233 

No. 施設名称
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（４）施設の資産運用に関する状況 

再配置に伴う市有財産の資産運用の可能性や方法について、専門的な観点からの意見とし

て、民間事業者（埼玉県宅地建物取引業協会及び埼玉りそな銀行）にヒアリングを行いまし

た。 

市街化区域で駅周辺の土地については、様々な民間事業の収益性が見込めるため、資産を

売却するだけでなく、定期借地等による土地の貸付や民間施設の一部に市有施設を併設する

など、資産運用の可能性もあります。 

また、市街化調整区域の土地では、土地売却による宅地利用等が主な資産運用方法と見込

まれます。（表２－37） 

 

表２－37 民間業者の意見（１／４） 

施設名称 民間業者の意見内容 

鶴ヶ島第一 

小学校 

・敷地が市街化区域ではあるが、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

鶴ヶ島第二 

小学校 

・敷地が市街化区域ではあるが、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

新町小学校 ・敷地が市街化区域ではあるが、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

杉下小学校 ・敷地周辺一帯が市街化調整区域であり、売却による収益も少額である。

そのため、既存の校舎や体育館などを活用し、市民のための自由学習

の場など、収益性とは異なる資産運用方法を検討するべきである。［埼

玉県宅地建物取引業協会］ 

・市街化調整区域であり、現況では道路付けも不便であるため、民間で

の利活用は困難。［埼玉りそな銀行］ 

長久保小学校 ・敷地が市街化区域ではあるが、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

・第二種中高層住居専用地域であり、鉄道駅からの徒歩圏にはないもの

の、将来人口下落率は比較的緩やかと想定される。また、周辺には生

活利便施設が複数立地している。そのため、民間事業者による事業用

定借によって老人ホーム等の高齢者施設を整備・運営することが考え

られる。［埼玉りそな銀行］ 
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表２－37 民間業者の意見（２／４） 

施設名称 民間業者の意見内容 

栄小学校 ・敷地が市街化区域ではあるが、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

・第一種中高層住居専用地域で、若葉駅周辺居住誘導区域内にある。住

居系ゾーンとして整備するか、もしくは、周辺居住者のための保育・

学校・図書館機能等が相応しい活用と考えられる。［埼玉りそな銀行］ 

藤小学校 ・敷地が市街化調整区域であり、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

南小学校 ・敷地が市街化区域ではあるが、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

鶴ヶ島中学校 ・敷地が市街化調整区域であり、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

藤中学校 ・敷地が市街化調整区域であり、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

富士見中学校 ・敷地が市街化区域ではあるが、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

・第二種中高層住居専用地域であり、若葉駅から徒歩圏にある。駅前の

立地を生かして商業系機能として活用が考えられるが、若葉駅前の民

間商業施設で商圏をカバーしており、当該施設から約300ｍの位置にあ

る当該地の利活用はハードルが高い。コロナ状況下でなければ、フィ

ットネスクラブや温浴施設等の誘致（民設民営）は検討可能。［埼玉り

そな銀行］ 
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表２－37 民間業者の意見（３／４） 

施設名称 民間業者の意見内容 

西中学校 ・敷地周辺一帯が市街化調整区域であり、売却による収益も少額である。

そのため、既存の校舎や体育館などを活用し、市民のための自由学習

の場など、収益性とは異なる資産運用方法を検討するべきである。［埼

玉県宅地建物取引業協会］ 

・敷地は、市街化調整区域であり、民間提案による利活用は困難。一方、

３haを超える大規模な敷地を活用することができれば、当該地を含む

エリアを大きなインパクトを有する地域に変貌させることが可能。そ

のためには、当該地に公共・公益的機能を住民サービス向上のために

導入していくことが望ましい。よって、「鶴ヶ島海洋センター」の機能

移転先としての活用や、「老人福祉センター」、「障害者生活介護施設（き

いちご）」等を機能移転し、加えて保健センター機能等を付加し、健康

寿命延伸対策や多世代共生のコンセプトを加えることで付加価値の高

い公共ゾーンを形成することが望ましい。その中で、一部機能を民間

独立採算事業として構成することは可能性がある。なお、建物の設計・

建設（改修）・維持管理を一体的に検討することで、財政支出の削減に

資する民活手法を検討することは十分に可能。［埼玉りそな銀行］ 

南中学校 ・敷地が市街化区域ではあるが、収益性の観点から、現時点での民間活

力導入の可能性は低く、売却以外の収益を生む資産運用は困難と思わ

れる。ただし、校庭、体育館を貸し出しすることによる少額な賃料収

入程度の資産運用は考えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

・第一種中高層住居専用地域であり、道路付けなどからも店舗機能には

適さない。近隣に広がる居住エリアへの行政サービス（学校、図書館

など）提供の場とすることが適していると考えられる。［埼玉りそな銀

行］ 

鶴ヶ島海洋セン

ター 

・収益を生むための資産運用としては、売却という方法のみと思われる。

(前面道路が狭いため、一戸建て住宅用の土地利用が考えられる。) ［埼

玉県宅地建物取引業協会］ 

・民間での利活用を検討した場合、周辺地区の状況から個人向けサービ

スが考えられる。しかし、現在は当該地を中心に東、西、北に大型ス

ーパーが出店しており、同種の業態は飽和状態といえる。また、道路

付けの点から、衣料やその他の生活利便施設の出店も困難と想定され

る。よって、土地売却による宅地分譲以外に土地利活用は困難な場所

と考えられる。［埼玉りそな銀行］ 

旧第一学校給食

センター 

・用途地域が第一種住宅用地のため、一戸建て住宅用地として売却が考

えられる。［埼玉県宅地建物取引業協会］ 

・第一種低層住居専用地域ではあるが、実際は「鶴ヶ島市土地区画整理

事業施工区域内の土地で暫定用途。また、同区画整理事業は施行者未

定で事業の進捗はしていないため、市街化区域での開発許可・届出が

必要となるため、現況では民間事業者での利活用は困難。このため、

現状では配送センターや資材置き場等の運送・建設系のニーズが考え

られる。［埼玉りそな銀行］ 

旧第二学校給食

センター 
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表２－37 民間業者の意見（４／４） 

施設名称 民間業者の意見内容 

旧庁舎 ・旧庁舎周辺は、元々鶴ヶ島の中心であり、鶴ヶ島の生い立ちを含めた

町の歴史を市民に知っていただく場にしていただければと思う。［埼玉

県宅地建物取引業協会］ 

・「介護福祉・高齢者支援機能、子育て支援機能、文化交流機能の再編と

複合化」の検討するにあたり、民間活力の導入（①導入機能の運営、

②施設建設・整備）は十分に可能と考えられる。 

・その他の敷地活用案としては、事業用定借の活用等により、敷地の一

部を分割し、生活利便系施設を誘致することによる「稼げる公共エリ

ア」を創出することが合理的と考えられる。［埼玉りそな銀行］ 

旧若葉駅自転車

駐車場 

・収益を生む資産運用方法として、旧若葉駅自転車駐車場及び周辺市有

地(計約2,500㎡)は、コインパーキングの土地利用が考えられる。また、

民間事業者に貸し出している近接した市有地(約4,500㎡)は、総合病院

用地とする資産運用方法が考えられる。若葉駅前の民間商業施設が今

後、撤退せずに、建物を建替え、継続的に運営するとは限らない。［埼

玉県宅地建物取引業協会］ 

・一定の人の流れがあり商業立地向きの土地と考えられる。業種想定は

「ドラッグストア」「飲食店」「クリニック」など比較的幅広に検討可

能。商業利用を想定した場合、交番の存在が前面道路からの進入路の

障害となる可能性があり、交番を移転する検討が必要。駐輪場建屋の

撤去費用や、交番の移転費用等の当該地を更地として一体的に活用す

るための整備費用は、市負担とすることが前提になると考えられる。

［埼玉りそな銀行］ 
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２－２－10．類似機能の配置状況 

公共施設の機能の内、類似しているものや利用範囲が近接・重複しているものなどを把握す

ることで、公共施設の再配置にあたって、施設機能の見直しについての判断材料とします。 

 

 

 

（１）施設の類似機能 

施設が持つ機能(諸室)を施設別に整理すると、体育館や軽い運動を行える「軽運動室」、利

用について自由度の高い部屋である「学習室等」を持つ施設が多く、施設同士が類似した機

能を多く持っており、学習室等や調理実習室、体育館が一部の地域で特に重なった配置状況

となっています。（表２－38） 

 

表２－38 施設の類似機能 

施設名称 

機能 

学
習
室
等 

視
聴
覚
室 

調
理
実
習
室 

実
習
室 

(

工
芸
室
等) 

陶
芸
窯 

和
室 

保
育
室 

ホ
ー
ル 

軽
運
動
室 

体
育
館 

※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 ※7 ※8 ※9 ※10 

小・中学校体育館         ○ ○ 

東市民センター ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○  

西市民センター ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  

南市民センター ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○  

北市民センター ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  

大橋市民センター ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○  

富士見市民センター ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  

女性センター ○  ○   ○ ○ ○ ○  

農業交流センター ○  ○   ○     

中央図書館 ○ ○         

鶴ヶ島海洋センター ○        ○ ○ 

保健センター ○  ○        

老人福祉センター ○   ○ ○ ○   ○  

計 12 ６ ７ ７ ６ ９ ４ ７ 22 14 

 

  

－公共施設の再配置の検討にあたっての課題 12－ 

類似機能の近接・重複が多数あり、稼働率も勘案し施設機能を見直す必要があります 
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※１：学習室等は、学習・研修・展示・サークル活動・会議等の機能を持つ利用の自由度が高い部屋です。 

※２：視聴覚室は、一定の防音機能のある空間となっており、楽器演奏、カラオケ等が実施できる部屋です。 

※３：調理実習室は、ガス設備や調理台、食器類が存在し、調理実習が実施できる部屋です。 

※４：実習室(工芸室等)は、作業机や流し台が存在し、陶芸、絵画、手工芸等が実施できる部屋です。 

※５：陶芸窯は、陶芸による作品等の焼き物を焼成できる機能を持ちます。 

※６：和室は、畳が敷かれた和室の造りとなっており、囲碁、将棋、和裁、茶道、華道等が実施できる部屋です。 

※７：保育室は、畳が敷かれた小空間の和室の作りとなっており、保育利用ができる部屋です。 

※８：ホールは、大空間であるフロアやステージに音響装置、照明、スクリーン等が存在し、講演会やダンス、演奏会

等が実施できる部屋です。 

※９：軽運動室は、体操、ダンス、卓球等の軽い運動が行える空間を有した部屋です。 

※10：体育館は、学校運営による使用時間外のみ利用が可能です。 

 

（２）各機能の配置状況 

【学習室等】 

図２－67に示す学習室等のある施設の配置状況は、次のとおりです。 

・学習室等の機能がある対象施設は、市内に計 12 施設あり、多くの施設が立地しています。 

・配置状況を見ると、東市民センターと富士見市民センター、南市民センターと鶴ヶ島海洋

センター、北市民センターと女性センター・農業交流センター・保健センターの徒歩圏の

重なりが大きくなっています。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－67 学習室等のある施設の配置状況 
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【視聴覚室】 

図２－68に示す視聴覚室のある施設の配置状況は、次のとおりです。 

・視聴覚室の機能がある施設は、市民センター５施設（西、南、北、大橋、富士見）と中央図

書館の計６施設あります。 

・配置状況を見ると、施設への徒歩圏の重なりは、ほぼありません。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－68 視聴覚室のある施設の配置状況 
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【調理実習室】 

図２－69に示す調理実習室のある施設の配置状況は、次のとおりです。 

・調理実習室の機能がある施設は、市民センター４施設（東、西、北、大橋）と、女性センタ

ー、農業交流センター、保健センターの計７施設あります。 

・配置状況を見ると、北市民センターと女性センター・農業交流センター・保健センターの

徒歩圏の重なりが大きくなっています。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－69 調理実習室のある施設の配置状況 
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【実習室（工芸室等）】 

図２－70に示す実習室（工芸室等）のある施設の配置状況は、次のとおりです。 

・実習室（工芸室等）の機能がある施設は、市民センター６施設（東、西、南、北、大橋、富

士見）と老人福祉センターの計７施設あります。 

・配置状況を見ると、東市民センターと富士見市民センターの徒歩圏の重なりが大きくなっ

ています。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－70 実習室（工芸室等）のある施設の配置状況 
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【陶芸窯】 

図２－71に示す陶芸窯のある施設の配置状況は、次のとおりです。 

・陶芸窯の機能がある施設は、市民センター５施設（東、西、北、大橋、富士見）と老人福祉

センターの計６施設あります。 

・配置状況を見ると、東市民センターと富士見市民センターの徒歩圏の重なりが大きくなっ

ています。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－71 陶芸窯のある施設の配置状況 
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【和室】 

図２－72に示す和室のある施設の配置状況は、次のとおりです。 

・和室の機能がある施設は、市民センター６施設（東、西、南、北、大橋、富士見）、女性セ

ンター、農業交流センター、老人福祉センターの計９施設あります。 

・配置状況を見ると、東市民センターと富士見市民センター、北市民センターと女性センタ

ー・農業交流センターの徒歩圏の重なりが大きくなっています。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－72 和室のある施設の配置状況 
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【保育室】 

図２－73に示す保育室のある施設の配置状況は、次のとおりです。 

・保育室の機能がある施設は、市民センター３施設（西、南、富士見）と女性センターの計４

施設あります。 

・配置状況を見ると、市域の東西に配置されています。 

 

 
（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－73 保育室のある施設の配置状況 
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【ホール】 

図２－74に示すホールのある施設の配置状況は、次のとおりです。 

・ホールの機能がある施設は、市民センター６施設（東、西、南、北、大橋、富士見）と女性

センターの計７施設あります。 

・配置状況を見ると、東市民センターと富士見市民センター、北市民センターと女性センタ

ーの徒歩圏の重なりが大きくなっています。 

 

 

（国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－74 ホールのある施設の配置状況 
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【軽運動室】 

図２－75に示す軽運動室のある施設の配置状況は、次のとおりです。 

・軽運動室の機能がある施設は、小・中学校 13 施設、市民センター６施設（東、西、南、北、

大橋、富士見）、女性センター、鶴ヶ島海洋センター、老人福祉センターの計 22 施設があ

り、類似機能の中で最も多くの施設が立地しています。 

・配置状況を見ると、市のほぼ全域を徒歩圏がカバーしているものの、徒歩圏の重なりが大

きくなっている施設も多くなっています。 

 

 
 （国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－75 軽運動室のある施設の配置状況 

※軽運動室の機能を持つ小・中学校体育館は、表示していません。 
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【体育館】 

図２－76に示す体育館のある施設の配置状況は、次のとおりです。 

・体育館は、小・中学校 13 施設と鶴ヶ島海洋センターの計 14 施設あります。 

・市域の南側を除き、多くの地域を利用圏域がカバーしています。 

・配置状況を見ると、小・中学校が近接している地区の徒歩圏の重なりが大きくなっている

のが見られます。 

・小・中学校の体育館は、学校運営使用時以外の土日祝日や平日夜間は、市民の利用が可能

となっています。 

 

 
  （国土数値情報、基盤地図情報より作成） 

図２－76 体育館のある施設の立地状況 

※小・中学校体育館は、軽運動室の機能も持っています。 
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３．市民意見 

本市が所有する公共施設の大半は市民の生活に密着したものであり、その再配置にあたっては

市民自らが自分たちのための施設として考え、そのあり方について関心をもって検討していくべ

きと考えます。 

また、単に公共施設を統廃合するということではなく、市民が真に求める施設を把握し、必要

な機能を維持していくためにどのような工夫が必要であるか、利用者である市民の立場からの意

見を公共施設の再編・再配置に反映させる必要があると考えています。 

さらに、たとえ複数の施設を廃止した場合でも、地域に必要な機能を残すことが、地域に根差

し、地域住民自らが進んで利用できる施設になることができると考えています。 

よって、平成 25（2013）年度から令和２（2020）年度までの８年間において、市民の皆さまに、

各種意向調査及び個別ヒアリング調査のご協力をいただきました。 

 

これらの市民意見・意向については、「４．再配置計画」の中で、①これからの公共施設の目指

すべき姿の設定、②再配置の基本方針、③再編及び再配置の考え方と、最終的に施設のあり方を

決める④公共施設再配置に反映しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成25（2013）年度から令和２（2020）年度 

までに実施した市民意見・意向 

４－１－２． 

これからの 

公共施設の 

目指すべき姿 

４－１－３． 

再配置の 

基本方針 
 

４－１－４． 

再編及び 

再配置の 

考え方 

４－３． 

公共施設 

再配置 
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３－１．平成 25（2013）年度市民意向（アンケート）調査 

市民意見・意向の把握のため、平成 25（2013）年度に実施した再配置の検討にあたっての市

民意向調査結果の概要を整理しました。 

なお、調査結果では「市民の方々の半数以上が、公共施設をあまり利用しておらず、廃止・

統合もやむを得ないと感じている」ことが明らかとなりました。（表３－１） 

 

表３－１ 平成 25（2013）年度市民意向（アンケート）調査結果の概要 

調査結果 ① 公共施設の建替え（改築）、廃止、統

合などの検討については、約８割の

市民が必要性を感じています。社会

全体が老朽化した施設への対応につ

いて関心を持ち、何らかの対応が必

要であると考えている市民が多いこ

とが伺えます。 

② 公共施設の利用状況に関する質問に

ついて、良く利用すると回答した市

民は約３割、あまり利用しない、また

は、利用しないと回答した市民は、

約７割となっています。 

また、廃止や統合についての考え方

について、廃止・統合はやむを得な

いと回答した市民が約７割となって

おり、その理由として、効率的な管

理・運営、維持管理費用、建替えに

よる財政負担など、市の財政面を理

由とする市民が約７割となっていま

す。考慮することとしては、残す施設は、安心安全な施設に改善することが約４割

と、一番高い結果となっています。 

③ 自由意見の中にも、各施設の利用状況、稼働率を見て、廃止・統合を進めるべきと

の意見、施設の耐震化や施設の安全面に関する意見が多く寄せられました。 

 

  

市民の方々の半数以上が、公共施設をあまり利用しておらず、廃止・統合もやむを

得ないと感じています。 
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３－２．平成 25（2013）年度第１回鶴ヶ島市市民意見交換会 

市民意見の重要性を考慮し、本市が抱える様々な課題を市民と共有する機会を設置し、幅広

い意見交換を通じて、今後の鶴ヶ島市にふさわしい公共施設利用計画を策定することを目的に、

平成 25（2013）年度に開催した第１回市民意見交換会の意見の概要を整理しました。（表３－

２） 

表３－２ 平成 25（2013）年度第１回鶴ヶ島市市民意見交換会の意見の概要 

鶴ヶ島中学

校区（会場：

鶴ヶ島市役

所） 

① 女性センターのホールを充実すべきである。 

② 女性センターの男女共同参画等の設置目的は達成されたのではないか。 

③ 市民活動推進センターは、限られた市民しか利用していない。本当に必要なのか。 

④ 老人福祉センターの配置が悪い。 

西中学校区

（会場：西

市民センタ

ー） 

① 保健センターと女性センターなど場所が近い施設は統合すべきだ。 

② 女性センター、保健センター、老人福祉センターを統合するなど福祉施設を市の

中心に配置すべきだ。 

③ 体育館等の屋内施設がほしい。 

④ 農大跡地に公共施設は建てないでほしい。 

⑤ 北市民センターを改修し、避難所としての機能を付加してほしい。 

南中学校区

（会場：大

橋市民セン

ター） 

① 富士見地区に公共施設が集中している。三ツ木、太田ヶ谷など他の地域も考慮し

てほしい。 

② 高速道路によって地域が分断されていることを考慮してほしい。 

③ 市民センター６か所について、総量、配置は適正であり、他市に勝っている。 

藤中学校区

（会場：南

市民センタ

ー） 

① 男女共同参画の視点で、女性センターがなくなるのは信じられない。 

② 藤金は人口が多いのに施設がない。若葉駅前など施設があってしかるべきだ。 

③ 保健センター等、行きづらい人が多い。他の施設に出張するなど行ける工夫をし

てほしい。 

④ 公共施設は、歩いて行ける範囲として現状のままが良い。 

富士見中学

校区（会場：

富士見市民

センター） 

① 富士見市民センターはなくさないでほしい。 

② 富士見地区に児童館があってほしい。 

③ 大きいホールや体育館がほしい。 

④ 民間の施設や他市と連携して、施設機能を補充していくべきだ。 

⑤ 現在は偏った地域に公共施設があるため、藤金や共栄町などの地域に公共施設を

つくった方が良い。 

⑥ 住宅密集地に施設が多く配置されるのは当然で、現在の施設配置は適正である。 

⑦ 自治会館の機能を拡充して市民センターとして利用できるようにしてほしい。ま

た、週に１回保健師に訪問してもらい相談したい。さらに、サロンとして活用し

たい。 

各会場で多

く出された

意見につい

て 

① 幅広い世代が一緒に利用できる施設機能を整備してほしい。 

② 子どもと高齢者が利用しやすい（子育てしやすい）施設が必要である。 

③ 現状の施設数を維持してほしい。 

④ 施設配置について、人口または距離によって配置を考えるべきである。 

⑤ 財政の観点や施設数から、施設の複合化を検討すべきである。 

⑥ 防災機能、防犯機能として、公共施設の役割は重要である。 

⑦ 市が用意した資料だけでは判断できない。市の人口分布や地域間距離、施設間距

離がわかる資料がほしい。 

⑧ 施設の稼働率だけで、施設の統廃合を考えるべきではない。 

⑨ まず市が素案を示すべきだ。 

⑩ 市民意見を十分に取り入れた施設づくりをしてほしい。 
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３－３．平成 25（2013）年度第２回鶴ヶ島市市民意見交換会 

第１回に続き、市民意見の重要性を考慮し、本市が抱える様々な課題を市民と共有する機会

を設置し、幅広い意見交換を通じて、今後の鶴ヶ島市にふさわしい公共施設利用計画を策定す

ることを目的に、平成 25（2013）年度に開催した第２回市民意見交換会の意見の概要を整理し

ました。（表３－３） 

 

表３－３ 平成 25（2013）年度第２回鶴ヶ島市市民意見交換会の意見の概要（１／２） 

鶴ヶ島中学

校区（会場：

鶴ヶ島市役

所） 

① 現在の市財政状況を考えると新しい施設を建設するよりも、今の施設をどうする

か考えたほうが良い。 

② 地域の活性化のためには市民センターが必要である。 

③ 鶴ヶ島海洋センターは、特化した設備（体育館）があるから稼働率が高い。そう

いった特色ある施設が必要である。 

④ 東武東上線沿線の人が利用できるように、多機能複合化施設を民間商業施設付近

に建設し、鶴ヶ島市の目玉、強みにしてはどうか。 

西中学校区

（会場：西

市民センタ

ー） 

① 女性センターの名称は差別的である。どうして誰もが使いやすい「市民会館」な

どの名称にしなかったのか。 

② 他市に比べホールがないのだから、女性センターは必要である。また、文化を進

める意味でも必要な施設である。 

③ 市民センターの配置は問題ないが、学校の配置はあまり良くない。 

④ 北市民センターは近くに小・中学校がなく、防災機能が弱いと思われるので、機

能強化を図ってほしい。 

南中学校区

（会場：大

橋市民セン

ター） 

① 大きな文化的ホールは必要だが、近隣市のホールを相互利用できるようになれば

鶴ヶ島市になくても良い。 

② 大きなホールが女性センターでは、男性は使いづらい。施設の名前のつけ方を工

夫してほしい。 

③ 鶴ヶ島第二小学校のように空いた部屋の有効活用を進めるべきだ。 

④ 地域に小さなコミュニティの場を設け（今ある施設や空き家等）、市の中心部に

複合施設を設ける。 

⑤ 地域、市民が自主的に管理するミニ施設を考える。 

⑥ 多機能化は、現在の西市民センターをベースに＋αで考える。 

藤中学校区

（会場：南

市民センタ

ー） 

① 現在の市民センターと自治会館を同じような扱いにしたらどうか。 

② 上広谷第２自治会は自治会館を造らず、市民センターを活用することとした経緯

があるので南市民センターは必要である。 

③ 中心となる施設があって、その周りに小さな（身近な）施設があると良い（自治

会館等の有効活用はできないのか）。 

④ 新しい施設を造るのではなく、今ある施設を充実させてほしい。 

⑤ 現在の配置は、人口規模に合わせて配置されたものであり、現状のままで良い。 

富士見中学

校区（会場：

富士見市民

センター） 

① 保健センターは良く利用するが、交通の便が悪い。保健センターが行っているサ

ービスを他の施設でも行ってほしい。 

② 鶴ヶ島市の施設（体育館、ホール、グラウンド等）の質は中途半端なので、質を

向上させてほしい。 

③ 自治会館に機能を追加することで数を確保するべきである。 

④ 藤金等の施設空白地帯にも空き店舗等を利用した小規模施設を配置する。 

⑤ 富士見地区の施設は適正配置であり、恵まれている。 

⑥ 若葉駅西口にマンションが建ち、若い世代が増えたが、集まる施設がないと耳に

する。施設や自治会館が必要ではないのか。 

⑦ 富士見市民センターに調理室がほしい。 
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表３－３ 平成 25（2013）年度第２回鶴ヶ島市市民意見交換会の意見の概要（２／２） 

各会場で多

く出された

意見につい

て 

① 多機能複合化施設は、子どもと高齢者が触れ合える施設が良い。 

② 少子化で使わなくなった学校のスペースを有効活用できないか。 

③ 施設を複合化すれば、無駄をなくすことにつながる。 

④ 施設の複合化とセットに、公共交通機関の充実が必要だ。 

⑤ 将来の鶴ヶ島市にふさわしい公共施設を考えるので、若い世代（子育て世代）の

意見も必要ではないか。 

⑥ 若い世代が定住化するような、魅力的なまちづくりをしてほしい。 

⑦ 公共施設の防災機能の強化が必要である。 

⑧ 高齢者が利用しやすい施設が必要である。 

⑨ コミュニティ施設を徒歩圏に配置すべきだ。 

⑩ 自治会館を有効活用できないのか。 

⑪ 将来を見据えた公共施設利用計画を策定してほしい。 

 

 

３－４．平成 26（2014）年度鶴ヶ島市公共施設等利用計画（案）パブリックコメント 

平成 26（2014）年度に策定を行った鶴ヶ島市公共施設等利用計画（案）について、市民コメ

ント実施要綱に基づき、市民からの意見募集に寄せられた意見の概要を整理しました。（表３－

４） 

 

表３－４ 平成 26（2014）年度鶴ヶ島市公共施設等利用計画（案）パブリックコメントの意見

の概要 

寄せられた

コメントの

概要 

① 計画全般に対する意見 公共施設は、それぞれの目的に沿って設けられている

が、安心安全に立って、市民の誰もが利用しやすくな

るよう検討の上、計画されることを望む。（他 13 件） 

② 市民意見の聴取に対する

意見 

市民意見をしっかりと取り入れていただきたい。（他

４件） 

③ 教育施設に対する意見 幼児・児童、子育て中の母親や高齢者が集えるよう、

学校の空き教室を開放するべきです。（他５件） 

④ 学習施設に対する意見 図書館分室をなくすことになれば、身近な図書館でな

くなり、利用率の低下は避けられない。（他 13 件） 

⑤ 福祉施設に対する意見 学童保育の消滅は、閉鎖予定のものが数しか示されて

おらず、地区によって格差を生むと思われます。（他

４件） 

⑥ その他の意見 建物は、行政と民間の共有持分とし、公共施設以外に

民間商業施設も併用とする等の、一定条件の基でモデ

ルプランとして、複合施設を市内の全く新しい場所

（更地）に建設することを提案します。（他 14 件） 
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３－５．令和元（2019）年度公共施設利用者アンケート調査 

公共施設の立地や利用状況等の満足度、今後の公共施設への要望等、施設利用者がどのよう

な考えを持っているかを把握するため、令和元（2019）年度に実施したアンケート調査結果の

概要を整理しました。（表３－５） 

 

表３－５ 令和元（2019）年度公共施設利用者アンケート調査結果の概要（１／３） 

総括 ① 公共施設の立地性や建物の使い勝手・快適性については、不便・不満より、便

利・満足と答える回答の割合が多い結果となりました。しかし、施設ごとの立地

や老朽化の状況によって、不便・不満という割合が高くなる傾向が見られまし

た。 

② 自由意見としては、公共施設の立地について、バスの本数を増加させるなどの

公共交通機関の充実や駐車場の拡充（全体の敷地面積・一台当たりの駐車面積）

等の意見が多くありました。また、今後の公共施設への要望について、「建物の

老朽化への対応・不具合の修繕」や「トイレの洋式化等の機能性向上」、「建物自

体の建替え」や「音響の良いホール」、「体育館の新設」などの意見がありまし

た。 

 

アンケート

配布時に利

用した施設

の他に、良

く利用する

公共施設に

ついて 

① 「ある」と答えた人は約 56％、「ない」と答

えた人は約 44％という結果でした。アンケ

ートを回収した施設別に傾向を見ると、「あ

る」と答えた人の割合が多かった施設は、脚

折児童館、中央図書館、市民活動推進センタ

ーでした。また、「ない」と答えた人の割合が

多かった施設は、西市民センター、学校開放

施設、鶴ヶ島海洋センターでした。 

② 老人福祉センターの利用者は、同様の機能を

持つ他市の公共施設を利用しており、また、

つどいの広場（主に乳幼児の親子が集まって交流できる場）の利用者は、児童館

や図書館を良く利用している傾向が見られました。 

アンケート

配布時に利

用した施設

の利用目的

について 

① 「趣味・サークル」、「運動・体操・ダンス」で全体割合の半分を占めています。 

② 施設ごとの割合では、市民センターでは「趣味・サークル」の割合が多く、鶴ヶ

島海洋セン

ターでは「運

動・体操・ダ

ンス」が、市

民活動推進

センターで

は「集会・会

議」が多いな

ど、施設が持

つ機能に応

じた利用の

割合が大き

くなる傾向がありました。 

 

公共施設の利用について、概ね満足であるという結果が得られました。 



103 

表３－５ 令和元（2019）年度公共施設利用者アンケート調査結果の概要（２／３） 

施設の利用

頻度につい

て 

① 「週１回程度」の利用頻度

が最も多く、全体の約半分

を占めています。次いで、

「 月 １ 回 程 度 」 が 約

26％、「週に複数回」が約

21％となっており、公共

施設の利用者の施設利用

頻度は、月１回以上利用す

ることがほとんどであり、

定期的に良く利用してい

る割合が大きい結果とな

りました。 

公共施設へ

の交通手段

について 

① 自動車の利用が最も多く、

全体の約半分を占めてい

ます。次いで、自転車と徒

歩と続き、この３つが主な

施設への交通手段でした。

なお、電車の利用は、市民

活動推進センターを利用

時に、また、バスは、老人

福祉センターを利用する

時の交通手段としての回

答がほとんどでした。バス

の利用については、「本数が少なくて不便」、「遠くの施設に行く際は、乗り継ぎ

が面倒」という意見が多く、実際に利用者も少ない結果となりました。 

② 施設利用者の住まいは、利用施設の近隣以外も市内全域の住まいから利用され

ている傾向があり、距離に関係なく、自動車の移動によって、目的の施設を利用

していることがわかりました。 

公共施設の

立地、利便

性について 

① 「便利」と答えた人は約 67％、「不便」と

答えた人は約６％、「どちらともいえない」

と答えた人は 27％という結果でした。 

② 「便利」と答えた人の傾向としては、施設

の近所に住んでいるという理由が多く、施

設別に見ると、駅近くの立地性の良い市民

活動推進センターが「便利」の回答割合が

高い結果となりました。 

③ 「不便」と答えた人の中で、「バスの本数

が増えれば、もっと利用しやすい」という

意見が複数ありましたが、年齢的な偏りは

見られませんでした。 

④ 「どちらともいえない」という意見の多くは市外利用者が占めていました。 
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表３－５ 令和元（2019）年度公共施設利用者アンケート調査結果の概要（３／３） 

公共施設の

使い勝手や

快適性につ

いて 

① 「満足」と答えた人は約 38％、「普通」

と答えた人は約 52％、「不満」と答えた

人は約９％という結果でした。 

② 「満足」と答えた人の中で、最も多い割合

を示した施設は、脚折児童館であり、児童

館は全体的に高い傾向でした。 

③ 「不満」と答えた人は、全体の約９％と少

ない結果となりましたが、「不満」という

回答が最も多かった施設は、鶴ヶ島海洋

センターで、25％が「不満」という回答

でした。 

④ 「不満」と答えた意見の中には、「使用する部屋の床や畳の状況（滑りやすさや

痛み具合）」、「備品が古いので新しくしてほしい」、「鏡を設置してほしい」とい

うものが複数ありました。 

利用施設の

設備（便所、

空調、給湯

等）の使い

勝手や快適

性について 

① 「満足」と答えた人は約 20％、「普通」

と答えた人は約 51％、「不満」と答えた

人は約 15％という結果でした。 

② 「満足」と答えた人の中で、高い割合を示

した施設は、市民活動推進センター、中央

図書館、脚折児童館でした。 

③ 「不満」と答えた人が高い割合を示した

施設は、東市民センター、南市民センタ

ー、鶴ヶ島海洋センター、大橋児童館でし

た。 

④ 「不満」の意見としては、「和式便器の洋式化」、「バリアフリー化対応」、「空調

の不具合」の意見が多く、施設機能ごとの傾向はなく、施設の老朽化状況に関連

した共通の傾向が見られました。 

利用施設の

駐車場や駐

輪場などの

屋外施設の

使い勝手に

ついて 

① 「満足」と答えた人は約 26％、「普通」

と答えた人は約 55％、「不満」と答えた

人は約 11％という結果でした。 

② 「満足」と答えた人の中で、高い割合を示

した施設は、北市民センター、中央図書

館、脚折児童館、老人福祉センター、鶴ヶ

島海洋センターでした。 

③ 「不満」と答えた人が高い割合を示した

施設は、南市民センター、西市民センタ

ー、上広谷児童館でした。 

④ 「不満」の意見としては、「駐車場が狭い、遠い」という意見が多く、施設機能

ごとの傾向はなく、施設の駐車場の利便性に関連した共通の傾向が見られまし

た。 
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３－６．令和２（2020）年度公共施設再編に関するアンケート調査 

今後の公共施設のあり方や再配置を検討し、個別利用実施計画を策定していくための基礎資

料とすることを目的に、令和２（2020）年度に実施したアンケート調査結果の概要を整理しま

した。（表３－６） 

 

表３－６ 令和２（2020）年度公共施設再編に関するアンケート調査結果の概要（１／５） 

住まいの地区について 

「富士見地

区」、「上広

谷 地 区 」、

「 脚 折 地

区」に住ま

いの回答者

が多い結果

となりまし

た。 

年代について 

「 60 代以

上の年代」

の回答が、

過半数を占

める結果と

な り ま し

た。 

同居家族の構成について 

「２世代（親子）」が最も多く 42％、次いで、「夫婦のみ」が約 39％でした。 

1.3%

1.3%

7.9%

11.9%

16.6%

24.5%

29.8%

6.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

10代

20代

30代
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80代以上

4.6%

1.3%

10.5%
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5.3%

7.9%
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0.0%

5.3%
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0.7%
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0.0%

5.9%

2.0%
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0.0%
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7.2%
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鶴
ヶ
島
以
外

12.7%

39.3%

42.0%

5.3%

0.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

単身

夫婦のみ

2世代(親子)

3世代以上

その他
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表３－６ 令和２（2020）年度公共施設再編に関するアンケート調査結果の概要（２／５） 

同居している子どもの有無について 

子どもとの同居の有無については、「高校生以下の子どもとは、同居していない」という回答が過半

数を占めています。 

また、小・中学校に通っている子どもと同居している割合では、「小学生」は約 11％、「中学生」は

約 10％でした。 

公共施設の利用頻度について 

公共施設を「良く利用する(週 1・2 回程

度)」が 49％、「たまに利用する(月 1・2

回程度)」が 36％であり、回答者の中では、

公共施設を比較的よく利用している方が多

い結果となりました。 

また、回答を年代別に見ると、「良く利用す

る(週 1・2 回程度)」と回答した方の７割

は 60 代以上となっており、「たまに利用す

る（月 1・2 回程度）」と回答した方の５割

は 50 代以下となっています。 

 

 

  

5.0%

10.9%

9.9%

13.9%

60.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

小学校入学前

小学生

中学生

高校生

高校生以下のこどもとは、同居していない
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表３－６ 令和２（2020）年度公共施設再編に関するアンケート調査結果の概要（３／５） 

良く利用する公共施設について 

良く利用する公共施設は「市民センター」が最も多く約 30％、次いで、「図書館（分室含む）」が約

29％であり、その他の施設は 10％を切る結果となり、利用する施設の中でも、顕著な差が出る結

果となりました。その他の施設の中でも、「若葉駅前出張所」は約８％と若干高い傾向が見られまし

た。 

公共施設の統廃合等を行うことにより、維持管理運営コストの軽減を検討する際に、「単に余った施

設を解体し、土地を売却するだけでなく、土地や建物の貸付、施設運営に民間のノウハウを活用す

るなど、様々な資産運用の可能性を探りながら、より効果的に市有財産を活用していく方法も併せ

て検討していく。」という考え方について 

「そう思う」が 41％、「ややそう思う」が

24％であり、65％が概ね賛成の意見とな

り、14％が反対の意見でした。 

反対の意見の中では、考え方に反対以前

に、根本的に公共施設の統廃合事態に反対

する意見が多く、設問に対して具体的に反

対する意見では、「市の土地は、売却以外

に、資産運用は、現実的には厳しく、民間

業者が手を挙げるとは思えない」などの意

見がありました。 

29.6%

5.7%

2.9%

6.1%

29.3%

4.3%

2.1%

1.4%

2.5%

2.5%

7.9%

2.5%

2.5%

0.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

市民センター

女性センター

農業交流センター

市民活動推進センター

図書館（分室含む）

鶴ヶ島海洋センター

保健センター

老人福祉センター

発育支援センター

児童館

若葉駅前出張所

学校体育館

利用しない

その他
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「そう思う」と回答した方の約６割が 60 代以上となっており、「あまり思わない」では約８割が 60

代以上となっています。 

 

表３－６ 令和２（2020）年度公共施設再編に関するアンケート調査結果の概要（４／５） 

あなたが思う、「市が、将来にわたって行政サービスを提供するために、特に維持や充実を図ってい

くべき公共施設」について 

「図書館(中央図書館、分室)」、「学習施設(市民センター、女性センター、農業交流センター等)」、

「教育施設（小・中学校、教育センター）」という意見が多く、それぞれ 11％を超え、合わせると

約 40％を占めています。その他の施設は、全て 10％を下回っていますが、「体育施設（体育館、

海洋センター）」、「高齢者向け施設（老人福祉センター）」が約 8％と若干高い傾向が見られました。 

 

11.5%

13.4%

14.7%

7.9%

6.5%

5.8%

7.6%

7.1%

7.1%

4.6%

2.8%

5.8%

3.3%

0.6%

1.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

教育施設(小中学校、教育センター）

学習施設（市民センター、女性センター、農業交流センター等）

図書館（中央図書館、分室）

体育施設（体育館、海洋センター）

保健施設（保健センター）

市営保育所

高齢者向け施設（老人福祉センター）

障害者等向け施設（障害者生活介護施設等）

学童保育施設

児童館

市営住宅

申請書受理、証明書交付なと、公的サービス施設（若葉駅前出張所等）

庁舎

特になし

その他
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表３－６ 令和２（2020）年度公共施設再編に関するアンケート調査結果の概要（５／５） 

あなたが公共施設の再配置(廃止や統合、複合化、機能移転等)を検討する際に、重要視する検討項目

について 

「施設へアクセス条件(鉄道駅・バス停からのアクセス、施設からの徒歩圏域の範囲等)」、「今後の市

の少子高齢化状況」、「災害時の避難所機能、被災想定区域と避難所の分布状況等」、「建物の老朽化

状況」という意見が多く、それぞれ 13％を超え、合わせると約 54％を占めています。 

次いで、「施設の利用状況、貸し出しを行っている部屋の稼働状況」、「施設の維持・運営コスト（建

物の修繕・更新、施設運営費用）」が約 10％となっています。 

 

 

  

13.6%

14.3%

2.5%

8.9%

13.2%

9.6%

5.1%

13.0%

9.4%

5.1%

3.6%

1.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

今後の市の少子高齢化状況

施設ヘアクセス条件（鉄道駅・バス停からのアクセス、施設からの徒歩圏域の

範囲等）

上位関連計画との整合性（都市計画マスタープラン、立地適正化計画等）

施設の配置状況（配置バランス、施設同土が持つ類似機能の市内分布状況等）

災害時の避難所機能、被災想定区域と避難所の分布状況等

施設の利用状況、貸し出しを行っている部屋の稼働状況

小・中学校の児童・生徒数の推計、適正規模（学級数）の維持

建物の老朽化状況

施設の維持・運営コスト（建物の修繕·更新、施設運営費用）

借地の解消

建物や敷地の資産運用の可能性

その他
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３－７．令和２（2020）年度個別市民ヒアリング調査 

今後の公共施設のあり方等について、令和２（2020）年度に実施した幅広い世代の個別市民

ヒアリング調査結果の概要を整理しました。（表３－７） 

 

表３－７ 令和２（2020）年度個別市民ヒアリング調査結果の概要（１／２） 

20 代市民 ① 子どもの人数が減少した学校よりも、統廃合により、人数が増加した活気ある

学校に通わせたい。 

② 統廃合により、廃校となった学校の校庭が活用できると、需要があると思う。 

③ サッカーをする際に、利用できる場所が少なく、学校の校庭が使用できること

は需要がある。もっと使用できる場所があっても良い。 

30 代市民 ① 図書館分室を利用する機会は少ない。図書の本を返す時には使用するかもし

れないが、たくさんの本を目的とする場合は、直接、中央図書館を利用する。 

② 鶴ヶ島市は、他市と比較しても児童館が多く、その点ではありがたいと感じて

いる。 

③ 共働きで仕事をしているため、なかなか交流を目的として公共施設を保育所

以外に利用していない。 

④ 学校の統廃合によって、通学距離が長くなっても、市域が小さいため特に反対

という意見はない。通学距離が一部極端に長くなる市域があるのであれば、ス

クールバス等で対応すれば良いのではないか。 

⑤ 公共施設には、子どもが走り回れるような空間を求める。 

⑥ 高齢者世代と子育て世代との交流が生まれるような施設の利用ができれば良

いのではないか。時代が変わり、昔と違って、現代の子どもとの接し方がわか

らない高齢者が多いと思う。孫の世代との交流について、高齢者世代もメリッ

トがあり、需要があると思う。 

40 代市民 ① 災害に強い街は、魅力的である。 

② 南小学校や鶴ヶ島第二小学校については、児童数が少ないという声は聞いて

いる。部活を行うための部員を集めることが大変である。合同でチームを作っ

ても、野球やサッカーの成績は芳しくない状況と聞いている。 

③ 市に１校くらいは、教育環境を充実させた小中一貫学校を新設し、市民にお子

さんの通わせる学校を自由に選択できるようにしても良いのではないか。 

④ 川越の「PIKOA」のような体育施設がほしい。 

50 代市民 ① 財政面から、体育施設の改修ができないのであれば、再配置の統廃合により、

維持管理費が高い市民センターや図書館をいくつか廃止し、その分の費用を

体育施設の新設や改修費用に回すべきではないか。 

② 市民センターにある図書館分室をいくつか廃止し、本は中央図書館に集約し、

空いた分室のスペースに廃止する施設の機能や床面積を統合したら、いくつ

か市民センターが廃止できるのではないか。 

③ 廃校となった小学校や中学校の体育館が、市民が利用できる運動施設として

有効活用したらどうか。 

60 代市民 ① 式典などの市内の行事をまとめて一括で行えるような体育館施設がほしい。 

② 女性センターは、女性に特化した機能としているならば、施設を十分に活用・

利用しきれていないと思う。 

③ 鶴ヶ島市は、災害が少なく、避難施設として予想される最大避難人数を収容で

きるのであれば、災害に強い街として売り出すのはどうだろうか。 
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表３－７ 令和２（2020）年度個別市民ヒアリング調査結果の概要（２／２） 

70 代～80

代市民 

① 高齢化により、公共施設へ歩いて行ける距離は短くなっている。 

② 大橋市民センターを使用している自治会もある。市内に多くの自治会館がある

から、これからはもっと連携をとっていけば良いのではないか。 

③ 小・中学校を統廃合して、学校の数を見直す場合は、通学区域が字の中で分断

しないようにしてほしい。自治会も分断されているところもある。そういう部

分で活動しにくいところがある。 

④ 一つの敷地で、様々な機能を持った建物があれば、その中で交流等が生まれる

のではないか。 

⑤ 今後は、より市民ニーズが多様化していくため、公共施設の部屋ごとの利用用

途については限定的なものとせず、多目的な利用ができるようにしていくべき。 

⑥ 市民が小・中学校の統廃合について反対するのは、活動の拠点がなくなること

であり、母校への思い入れで反対するわけではないだろう。学校でしか活動が

できないわけではないから、他の代替施設等の活動拠点を用意すれば良いので

はないか。 

⑦ 高齢者の居場所がなくなっている。地域に点在して、高齢者の居場所となる施

設が点在していた方が良いだろう。 

⑧ 小・中学校の人数がピーク時から半分程度減少しているのであれば、余ってい

るスペースを有効活用しないと勿体ない。 

⑨ 廃校となった校舎や体育館を有効活用したらどうか。 

⑩ 施設が多く便利であるが、便利すぎると感じる部分もある。学校が多すぎると

感じる。 

⑪ お年寄りが孤独に家でこもりきりにならないよう、外に出てきてもらうように、

活動拠点として市民センターは、必要であると思う。 

⑫ 学校の空いている部屋を有効活用するべきである。 

⑬ 地域に根ざした密着した施設がたくさんあった方が良いと思う。 

⑭ 計画期間は長期になるため、今あるデータで予想される事象で計画していくべ

き。事態が変化したら、その都度、計画を改訂していけば良い。 

⑮ 市民センターは、今後も地域利用施設として、より重要となってくるし、利用

も良くしている。 

  



112 

３－８．令和３（2021）年度市民意見募集アンケート調査 

個別利用実施計画（案）について、最終的な計画として完成させるため、より広く、多くの

市民の皆さまからご意見を伺うことを目的に、令和３（2021）年度に実施した市民意見募集ア

ンケート調査結果の概要を整理しました。（表３－８） 

 

表３－８ 令和３（2021）年度市民意見募集アンケート調査結果の概要（１／３） 

年代について 

「30 代」の約

29％と、「40

代」の約 32％

で、過半数を

占める結果と

なりました。

30 代、40 代

の子育て世代

の回答を多く

得ることがで

きました。 

公共施設の利用頻度について 

公共施設を「よく利用する（週 1・2 回程

度）」が 29％、「たまに利用する（月１・

２回程度）」が 39％であり、回答者の中で

は、公共施設を利用している結果になりま

した。 

 

 

 

 

今後の公共施設のあり方について、「市民の皆さまの意見や意向を十分に配慮し、災害時の安心・

安全や、様々な利用や世代を受け入れる多様性、多世代間の交流など、地域との繋がりを持った公

共施設にした方が良いと考えています。」この考え方を良いと思うかについて 

「思う」が約 71％、「やや思う」が約 17％

であり、約 88％が賛成の意見となり、約

３％が反対の意見でした。 

反対の意見で一番多かったのは、「西中学

校に移転ではなく、鶴ヶ島中学校へ移転の

ほうが市役所と近くて良い」などの意見が

ありました。 
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表３－８ 令和３（2021）年度市民意見募集アンケート調査結果の概要（２／３） 

市民センター等の再配置にあたり、地域住民が自ら利用し、多様な活動を通じた幅広い世代の交流

の場として考え、地域に密着した必要不可欠な施設として残すようにしました。また、再配置によ

る統廃合によって、避難所としての機能を失わないようにしました。これにより、概ね存続もしく

は、他の公共施設へ移転、複合化するようにしました。この再配置の考え方で良いと思うかについ

て 

「思う」が 52％、「やや思う」が 23％で

あり、75％が賛成の意見となり、８％が反

対の意見でした。 

反対の意見で一番多かったのは、「市民セン

ターの移転」に関する意見であり、「市民セ

ンターは移動の困難な方が利用することが

多いと思います。再配置（移転等）により

遠くなり利用できない方が出るのではない

か」などの意見がありました。 

 

小・中学校の再編に当たり、少子化に伴う児童・生徒数の減少や学校施設の老朽化などに対応する

ため学校再編案を作成しました。今後の児童・生徒数の推移や各学校の配置状況等を踏まえ、現在

の学校教育の水準を将来にわたって維持・向上させ、良好な教育環境の整備・充実を図るため、計

画的に取り組む内容としました。この学校再編案の考え方で良いと思うかについて 

「思う」が約 46％、「やや思う」が 18％

であり、約 64％が賛成の意見となり、約

16％が反対の意見でした。 

反対の意見で一番多かったのは、「学校再編

による通学への不安」に関する意見であり、

「統廃合による交通（通学路）の安全性、

通学時間などの統合先までの時間的な面を

考慮してほしい」などの意見がありました。 

 

再配置によって残す公共施設を将来にわたって維持していくためには、施設更新や維持管理によ

る財政負担を軽減させる必要があるため、長寿命化による耐用年数の延長や現実的で実行可能な

年度予算額とするために施設維持費を平準化するなど、計画期間中に必要な経費の圧縮を図りま

した。また、廃止予定の施設についても、施設を安全に利用していくため、施設を廃止するまでの

保全計画や維持していくために必要な費用について示した計画としています。このような将来に

わたる施設維持と財政負担を考えた計画で良いと思うかについて 

「思う」が約 46％、「やや思う」が約 27％

であり、約 73％が賛成の意見となり、約

４％が反対の意見でした。 

反対の意見で一番多かったのは、「施設の廃

止」に関する意見であり、「施設を廃止する

予定のところは、早く代わりの新施設を作

るべきだと思う。施設を有効活用するなら

新施設ができるまでの間は修理、改修をし

ないほうが良い」などの意見がありました。 
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表３－８ 令和３（2021）年度市民意見募集アンケート調査結果の概要（３／３） 

再配置によって廃止や移転とした施設の有効活用については、市民ニーズや利用状況を踏まえ、

改修（リノベーション）等による施設の再利用と、土地や建物の貸付や土地の売却等による資産運

用を十分に検討して、可能な限り財政負担の軽減を図るように計画しました。このような廃止施

設の有効活用や資産運用の考え方で良いと思うかについて 

「思う」が 55％、「やや思う」が 23％で

あり、78％が賛成となり、４％が反対の意

見となりました。 

反対の意見で一番多かったのは、「土地の

売却」に関する意見であり、「土地の売却に

より、無計画な開発がなされないように売

り先をきちんと見極めることが必要だと

思う」などの意見がありました。 

 

 

（新）複合施設（旧庁舎跡地に建設予定）の建設時期は未定ですが、市有地を活用した公共機能の

再編を図るため、旧庁舎跡地（市有地）に社会福祉支援や健康増進の拠点化を図ることを目的とし

て、（新）複合施設を新設する計画としました。この（新）複合施設を建設する計画で良いと思う

かについて 

「思う」が約 46％、「やや思う」が約 23％

であり、約 69％が賛成の意見となり、約

７％が反対の意見となりました。 

反対の意見で一番多かったのは、「複合施

設建設の必要性」に関する意見であり、「複

合施設よりも市民センターの充実を図っ

たほうが良い」などの意見がありました 。 

 

 

 

（新）市民体育館（建設場所未定）の建設時期は未定ですが、屋内運動施設の市民ニーズや利用状

況の高さを踏まえ、市民大会や市の行事等を一括して開催できる規模の（新）市民体育館を建設す

る計画としました。この（新）市民体育館を建設する計画で良いと思うかについて 

「思う」が 53％、「やや思う」が 18％で

あり、71％が賛成の意見となり、12％が

反対の意見となりました。 

反対の意見で一番多かったのは、「既存施

設の有効活用」に関する意見であり、「新し

い施設を作るお金で、子どもたちの未来の

ために出来ることを考えるべきだと思い

ます。廃校になった学校の体育館を改修な

どして使えば良いのではないか」などの意

見がありました。 
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３－９．令和３（2021）年度個別市民ヒアリング調査 

個別利用実施計画（案）について、令和３（2021）年度に実施した幅広い世代の個別市民ヒ

アリング調査結果の概要を整理しました。（表３－９） 

 

表３－９ 令和３（2021）年度個別市民ヒアリング調査結果の概要（１／２） 

20 代市民 ① 他市町村と比べ、子どもが育てやすいような環境にしていき、子育て世代を呼

び込むようにするなど、子どもの数が減少しないようにしていってほしい。子

どもたちにとって、学校環境が変わらないに越したことはないと思う。 

② 廃校後の西中学校の有効活用で移転される施設機能が、普段利用しないもの

ばかりである。自分たちが使うような若い世代に需要のある機能を入れてほ

しい。 

③ 体育館を利用する場合は、他市の体育施設へ行ってしまう。数より質を重視し

て、施設が少なくても質の高い施設があった方が個人的には、利用すると思

う。 

30 代市民 ① 公共施設の再配置計画と併せ、市として魅力や特色、鶴ヶ島らしさを打ち出し

ていくことが重要であると思う。ただし、新たなものを作り出すというのでは

なく、既にあるものについて、発信していけば良いのでは。 

② 新施設を建設する際には、単独の機能を持つ施設ではなく、異なる目的で施設

を利用しに来た人同士で、交流が生まれるような複合施設を目指したらどう

か。 

③ 親としては、学校の統廃合により、通学距離が極端に長くなる場合は、通学路

の安全対策やスクールバス等の対応などをしてほしい。 

40 代市民 ① （新）市民体育館は、今まで市としての体育館がなかったため、良い案だと思

う。 

② 学校の統廃合を行った際に、統合後、存続させる学校については、新しいイン

パクトのある改修を行ってほしい。 

③ 廃校となる学校の校舎は、新たに魅力あるもの施設機能を提供していくなど、

有効活用していったらどうか。 

50 代市民 ① いずれ、公共施設の再配置を実施するのであれば、時期をもっと早めて行うべ

きであり、前倒しでできるよう算段を打っていくべきである。 

② 学校の統廃合を早く行って、財源を確保し、（新）市民体育館を建設してほし

い。 

③ 学校の統廃合により、通学距離が長くなったとしても、通学路を適切に整備

し、自転車通学などの対応をしていけば良いのではないか。 

60 代以上

市民 

① 再配置計画では、公共施設が抱える課題や問題を解消することや効率化する

だけではなく、市の魅力として打ち出していけるようなものも併せて造って

いくべきだと思う。 

② 今後、長期にわたって再配置を進めていく上では、地域ごとの不満等の問題点

を探り、具体的にどのように解決していくのか示すなど、市民に安心材料を提

示して、希望が持てるようにしてほしい。 

③ 学校再編は、統廃合等の再編時期について、可能な限りスピードアップするべ

きである。 

④ 学校再編により、廃止する校舎の防災備蓄庫は、体育館に移動させるなどした

方が良い。 
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表３－９ 令和３（2021）年度個別市民ヒアリング調査結果の概要（２／２） 

60 代以上

市民（続き） 

⑤ 南小中一貫教育校化をやるなら、ハードの面だけでなく、内面的なソフト面で

も結果が出るようなやり方があると思う。南小中一貫教育校のやり方がうま

くいけば、全市的に波及していくのではないか。 

⑥ 小中一貫教育の推進は、市全体で推進していってほしい。 

⑦ 鶴ヶ島市は、借地が非常に多い。市の財産になっていないところがとても気に

なっていた。だから、市の借地返還を考慮した計画（案）は、ありがたいと感

じた。ぜひ実現してほしい。 

⑧ 自治会館が市民センターと同様に、様々な人を受け入れられるような施設と

して活用していけたら良いのではないか。 

⑨ 若葉駅前の市有地は、価値のある土地だから、ぜひ有効活用してほしい。自転

車置き場にしておくのは勿体ない。 

⑩ 旧庁舎が今後どうなるのかが気になっていた。個人的には、この場所が、地域

の活動拠点施設として利用できたら良いと思う。 

⑪ 人口を増やす観点から見ると、若葉駅や鶴ヶ島駅から近い場所に複合的な公

共施設ができた方が、若者や新たな人を呼び込むことができると思う。 

⑫ 再配置の計画自体は、良いと思うが、全体的に実施時期をもっと前倒しで進め

られないのか。特に、鶴ヶ島市には市民体育館がないため、（新）市民体育館

については、早く建設してほしい。 

⑬ 市民活動推進センターの場所は、立地の利便性から、今までと同様に空間は利

用できるようにしてほしい。 

⑭ 鶴ヶ島市は、災害に見舞われる可能性が少ないから、一般の市民から見れば、

避難施設の必要性が低い意見もあるかもしれない。しかし、数年前の大型台風

が到来した時には、北市民センターへ多くの人が避難してきた。災害時には、

その地域のコミュニティで、要支援者を守っていくことは重要であると個人

的には思う。 

⑮ 今後、自治会は、維持すること自体が困難になっていくと思う。市が防災面で、

自治会との連携を考え、自治会を避難時に集まれる場所としたり、各地域の防

災備蓄庫として準備するなど、災害時に有効活用できるよう対応していった

ら良いなと思う。 

⑯ 学校を統廃合した場合、登下校の範囲が広がり、通学距離が長くなる。人通り

が少ない道を歩く所も増えるだろうから、通学路の安全対策は検討していっ

てほしい。 

⑰ 高齢者にとって、交通の便が不安な点がある。市全体として公共施設の再配置

を考えるのはわかるが、近所の公共施設がなくなってしまう市民にも交通の

利便性を図り、地域性によって、不満が生じないよう将来的に対応していって

ほしい。 

⑱ 鶴ヶ島市は、災害に見舞われることが少なく、平和なところであると思うが、

遊べる場所等、何か楽しみや魅力として打ち出すような部分を新たに用意し

ていくべきだと思う。若い世代を引き込むような魅力ある市にしてほしい。 

⑲ 鶴ヶ島市は、災害がないとは言われているけど、地震もさることながら、水害

や竜巻などの災害が発生したときに防災拠点が大事になってくると思う。防

災の意識を高めるためにも、計画でいう「これからの公共施設の目指すべき

姿」の「安心・安全」の部分では、防災拠点の言葉を入れ込んでいった方が良

いと思う。 
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３－10．令和３（2021）年度議会による市民意見聴取 

個別利用実施計画（案）をより良いものとするために、令和３（2021）年度に実施した市民

意見聴取結果とアンケート結果の概要を整理しました。（表３－10・表３－11） 

 

３－10－１．議会報告会 2021 

 

表３－10 議会報告会 2021 による市民意見聴取の概要 

西・北市民

センター地

域の市民 

① 小学校の統合によって、通学の時間帯が早くなる。地域・保護者に早い段階で

丁寧な説明がほしい。 

② 中学校においても、通学方法等の変更などがあれば早い段階で説明してほし

い。 

③ 通学の安全面が心配。見守りの強化・防犯カメラの設置など考えてほしい。 

④ 西中の再利用によって交通の流れが変わるのでは。交通量が多くなることが

予想されるので、安全面の検討をしてほしい。 

⑤ 西中の再利用について、複合の福祉施設がどのような計画で進むのか、福祉の

充実という点で、しっかり計画を立ててほしい。 

⑥ 学校の敷地内に市民センターの機能を入れては。学校をもっと市民に開放し、

学校は学校だけではなく、色々な機能を共存させて学校を地域のコミュニテ

ィの場となる多機能の施設にしては。 

東・富士見・

南市民セン

ター地域の

市民 

① 少子化の対策、子育て世帯の応援など具体的に目に見えるような政策を進め

るべき。子どもが増えている自治体の情報を入れながら活用する道筋をたて

る調査。6 年後はあっという間、子どもたちの準備についても議論しながら進

めては。 

② 街灯、通学路のことをしっかりとしてもらいたい。 

③ 富士見市民センターを若葉駅周辺の商業施設の建替えに伴って移転併設につ

いての具体的内容は。 

④ 市民活動推進センター廃止は決定か。機能が低下し利用が減ってしまってい

る。他地区の団体と会う場であり、全市的な市民活動団体の会合の場だった。

子育てのサポートなど市民活動団体が必要とされてくるのに、これから共助

が必要だと言われているのに、なぜ元を作り出す施設を廃止するのか。代わる

べき機能、市民活動を支援する仕組みはどうなっていくのか。 

⑤ 統合じゃなくて、夢のある、公共施設は一体化してもっと素晴らしいのを作る

という話の方がわかりやすい。急いでいる意味はあるのか。 

大橋・南市

民センター

地域の市民 

① 第二小体育館は防災で残すが校舎は。 

② 再編により小中学生は遠くなる。交通事故、事件が起きており危険。スクール

バスで安心した通学。 

③ 総合福祉支援センターを箱モノとして、小・中学校を利用して、バリアフリー

を取り入れて建設してもらいたいという機能の要望。南中は統合と聞いたが、

障害者当事者のバリアフリーについて意見を聞いて改善してください。 

④ 南市民センターを文化会館に移設と聞いているが、時期は、20 年ではなくも

っと早く考えてもらいたい。 

⑤ 暮らしやすいまちづくりを目指して、具体的なことがわからない。引越しして

きて子どもたちが増えていく、そんなまちづくりが大事。 
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３－10－２．議会による公共施設等個別利用実施計画（案）アンケート調査 

 

表３－11 議会による公共施設等個別利用実施計画（案）アンケート調査結果の概要 

小・中学校

の再編につ

いて 

① 児童生徒の現状と今後の数値からして小・中学校の適正規模の見直しを図る

ことは必要で小・中学校再編を進めることは妥当と考えます。小・中学校は、

地域の発展に伴って整備した地域の中心的な公共施設であり、地域の暮らし

に深く根付いた施設で、再編を進めるにあたっては、地域住民に趣旨、年次計

画等をしっかり示して、懇切丁寧に説明し、理解を求めていく必要がありま

す。 

② 施設の老朽化や費用対効果から、児童数が大幅に減少するのであればやむを

得ないとは思います。学区域の拡大により、事故等の発生機会も増えるため、

児童等の安全確保は欠かせず、通学路の点検整備や見守り活動の一層の充実

に加え、例えば、小１・２年生などの低学年や遠距離の児童等を対象とした通

学用バスの運行なども検討する必要があるのではないでしょうか。 

③ 児童生徒数の減少であればやむを得ない措置と考えられるが、遠距離の中学

生の通学は自転車利用になるのか。小学生の遠距離通学は通学バスの手配を

するのか。あるいはどんな方法を計画しているのか。 

④ 学校の統合により通学範囲がとても広くなると思います。小学校はスクール

バスの検討も視野に入れていただけると良いと思います。 

小・中学校

以外の公共

施設につい

て 

① 市民活動推進センターは廃止するとのことで、理由は、市民活動が充実したの

で、廃止するとのこと。何かの間違いでないかと、思いました。市民活動は、

高齢化社会や地域の繋がりなどが大切と言われ、今後ますます重要になる活

動と言われている中で、鶴ヶ島市は、市民活動をどのように位置づけ、どの様

な政策をやろうとしているか、ご示唆いただければ幸いです。 

② 富士見市民センターについて、若葉駅周辺の都市機能誘導区域にある民間商

業施設の建替えの際に複合化、多機能化して移転併設するとのことですが、現

在の駐車場スペースの活用も含めて、なるべく早い時期にまちづくりの設計

をしてほしいと思います。現役世代が便利に利用できる施設が若葉駅前にで

きたら、活性化につながると思います。 

③ 学校や市民センターは防災拠点、避難場所としても想定されていると思いま

すが、今後防災施設はどうなるのか。防災防疫の体制強化の必要性が高まる中

不安が残ります。 

④ 新町住宅の廃止後はどうなるのか。生活に困窮する世帯が増える可能性があ

る状況で住宅の確保ができるのか。 

実施する時

期について 

① 10 年という期間には地域社会や世代の意識なども変わっていくことが考え

られますので対象施設も多いため、可能なものからできる限り前倒しして具

体化していく必要があると考えます。 

② 社会情勢を的確に把握、判断し、計画の随時見直し修正を行い、やるべきこと

は早急に実施すべきと思う。 

③ 終了 10 年以内を目標に計画を進める。高齢化、少子化は進行中、早々に計画

を実施し住み良い地域にすることが少子化を止めることにつながる。早急に

検討してほしい。 

④ ５年ごとの見直しの検討は、市民に公表し、また意見を集めることも大切で

す。宜しくお願いします。 

⑤ 廃校は遅い方が良いが、複合施設化は急いでも良いと思う。 


